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○ 大学の概要 

 
（１）現況 
① 大学名 

国立大学法人筑波技術大学 
 

② 所在地 
    茨城県つくば市 
 
③ 役員の状況 

     大沼直紀（平成17年10月１日～平成21年３月31日） 
    村上芳則（平成21年４月１日～平成22年３月31日） 

理事（常勤）１名，理事（非常勤）１名 
    監事（非常勤）２名 
 
④ 学部等の構成 

    産業技術学部 
    保健科学部 
    障害者高等教育研究支援センター 
    保健科学部附属東西医学統合医療センター 
    保健管理センター 
    情報処理通信センター 
    筑波技術短期大学部 
 
⑤ 学生数及び教職員数（平成 21 年５月１日現在） 

    学生数 
     産業技術学部     ２００名 
     保健科学部      １５３名（３名） 
     筑波技術短期大学部    ２名 
       合  計     ３５５名（３名） ※（ ）は留学生数で内数 
 
    教員数         １１２名 
    職員数          ６７名 
     
（２）大学の基本的な目標等 

国立大学法人筑波技術大学（以下「筑波技術大学」という。）は，聴覚・視
覚障害者を対象とする我が国唯一の高等教育機関として，これからの知識基盤
社会に対応するため，個々の学生の障害特性に配慮した教育を通じて，幅広い
教養と専門的，応用的能力をもつ専門職業人を養成し，両障害者が社会的自立
を果たし自ら障害を持つリーダーとして社会貢献できる人材の育成を図ると
ともに，新しい教育方法の研究と実践を通して国内外の障害者教育の発展に資
することを基本的な目標とする。 

    この基本的な目標を踏まえ，高等教育の内容に関わる各専門分野の研究の推
進を図るとともに，最新の科学技術を利用して聴覚・視覚の障害を補償する教
育方法・システム等を開発し情報授受のバリアのない教育環境の構築に努め
る。 
また，聴覚・視覚障害学生を受け入れている他大学等に対する支援や，世界

各国の高等教育機関との障害者に係る教育研究に関する国際交流活動等を推
進する。 

さらに，東洋医学と西洋医学を統合した教育研究を推進するとともに，特色
ある医療活動を通じて地域医療に貢献する。 
筑波技術大学は，これらの目標をより高いレベルで達成していくために，大

学院設置を視野に教育研究の充実を図る。 
 

（３）大学の機構図 
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平成２０年度の事務局組織図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２１年度の事務局組織図 
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平成２０年度運営組織図 
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平成２１年度運営組織図 
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筑波技術大学 

○ 全体的な状況 
 
                                                                                                       
 

昭和 62 年 10 月に設置された筑波技術短期大学は，平成 17 年 10 月に，新たに国立

大学法人筑波技術大学として設置され，平成 18 年度に，４年制大学の１年次生を受入

れた。平成 22 年３月には４年制大学移行後初めての卒業式を挙行し，第一期の卒業生

を社会に輩出した。 

第一期生の卒業に合わせ大学院修士課程設置の申請を平成 21 年５月に行い，10 月

に平成 22 年度から大学院技術科学研究科を設置することが認められ，大学院生受入れ

に向けて諸規程や設備等の整備を行うとともに，第一期生の入学試験を実施した。 

 

○ 戦略的な法人経営体制の確立 

① 総人件費改革の実行計画及び戦略的な予算配分を審議するため，新たな全学組

織として「経営戦略会議」を設置し，経営体制の充実を図った。 

② 事務組織の中に「財務・戦略室」を設置し，経営戦略の体制作りを整備すると

ともに，監事監査の充実を図るため，内部監査組織を学長直属とした。 

③ 学長補佐体制の強化を図るため｢部局長会議」を，全学各種委員会委員長との連

絡調整を強化するため「政策調整会議」を設置した。 

 

○ 戦略的・効果的な資源配分 

① 毎年度，学長裁量経費（競争的教育研究プロジェクト事業）として 30,000 千円

を，また，教育研究基盤経費の一定比率（20％ 30,000 千円）を競争的教育研究

経費として確保した。また，競争的教育研究プロジェクトについては，学外審査

委員４名を含む審査委員会で審査し，効果的に配分するとともに，平成 18 年度か

らは採択したプロジェクトには成果報告会での発表を義務づけ，経費を措置する

だけでなく公募・選考・報告（評価）という競争環境を整備した。 

② 任期付年俸制教員の制度を平成 18 年度から導入し，より柔軟な教育体制を整備

した。 

【平成 21 事業年度】 

目的積立金等について検討するため，教育研究環境整備室を設置し，新学生寄宿

舎の新営に伴う聴覚及び視覚障害者に配慮した設備整備並びに共用スペースの確保

のための基幹整備等の執行計画を作成した。 
 

○ 業務運営の効率化 

① 従来，事務系のみで利用していたグループウェアを平成 18 年度に教員及び学生

も利用できるよう環境整備を行い，情報の共有化・効率化を図った。 

② 教員への通知や情報提供の一元化を図るため，平成 20 年度にはグループウェア 

 

 

の利用状況調査を行い，情報提供の在り方について検討するとともに，事務系職

員のメールシステムを Web 上で使用できるシステムを導入し，学外からの使用を

可能とし，利便性の向上を図った。 

【平成 21 事業年度】 

① 大学院の設置に伴う事務局組織を整備した。 
② 事務局用の全コンピュータについて，学内でメンテナンス作業を実施し，事務

情報化の基盤整備を行った。 
 

○ 外部有識者の活用 

① 保健科学部附属東西医学統合医療センターの経営の在り方を検討するため，経

営協議会の下に，外部有識者を含む専門委員会を設置し，平成 19 年度には改善の

ための最終報告書を取りまとめた。この報告書に基づく改善状況を検証するため，

平成 20 年度に学外有識者３名を含めた「保健科学部附属東西医学統合医療センタ

ー経営改善会議」を設置した。 

② 学外委員６名を含む障害者高等教育研究支援センター運営協議会を毎年度開催

し，学外委員からの意見を事業計画等に反映した。 

【平成 21 事業年度】 

 ① 保健科学部附属東西医学統合医療センターの医療サービスの向上及び経営の効

率化を図るため，引き続き「同センター経営改善会議」を開催し，経営改善状況

に関する検証を行った。 

②  業務運営等の現状及び将来計画について，役員等と学外アドバイザーとのディ

スカッションを行い，大学運営状況等を説明し情報交換を行った。 
 

○ 監査機能の充実 

平成 20 年度に新たに監査室員２名（総務課及び財務課の事務職員：兼任）を任命

し，監査機能の体制整備を図った。 

【平成 21 事業年度】 

業務運営の改善及び効率化を図るため，「監査結果を業務運営に反映させるための

取扱要領」を定めるとともに，大学の業務運営の現状について役員等と監事のディ

スカッションを行い，監事の行う監査を円滑に行えるようにした。 

 

○ 男女共同参画の推進 

育児と仕事の両立を目指し，育児のための多様な勤務形態として育児短時間勤務

制度を平成 20 年度に導入するとともに，教職員の男女共同参画についての理解を深 
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筑波技術大学 
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めるため，外部講師を招き「男女共同参画に関する講演会」を開催した。 

【平成 21 事業年度】 

「国立大学法人筑波技術大学における人権の尊重についての基本姿勢」を定める

とともに，全教職員を対象に男女共同参画に関するアンケート調査を行い，調査結

果を取りまとめた。 
 

○ 教育研究組織の柔軟かつ機動的な編成・見直し 

① 聴覚・視覚障害者のための大学院修士課程設置の申請を行い，平成 22 年４月

から大学院技術科学研究科を設置することが認められた。 

② 平成 21 年度新たに留学生語学センター担当の特命学長補佐を任命し，留学生・

語学センター設立に向け WG を設け，諸外国のカリキュラム等や国内の状況につい

て予備調査を行い，報告書を取りまとめた。 

 
○ 財務内容の改善充実 

① 各種の GP 等に積極的に申請し，平成 19 年度には「社会人の学び直しニーズ対

応教育推進プログラム」や「新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム」

が，平成 20 年度には「質の高い大学教育推進プログラム」(教育 GP)が採択され

外部資金を獲得した。 

 ② 役員会，部局長会議，経営戦略会議及び事務局連絡会は，電子会議（会議用パ

ソコン）とし，会議資料のペーパーレス化を進めた。 

 ③ 平成 18 年度から，８月の３日間を一斉休業日とし，光熱水量の節減を継続的に

実施した。 

【平成 21 事業年度】 

① 平成 21 年度科学研究費補助金の採択件数は，42 件（前年度比 16.7％増），94,927

千円（17,736 千円増）であり，採択件数及び金額とも法人化後最高となった。 

 ② 通話料の削減を図るため，電話交換機を更新し，IP 回線対応の電話交換機を導

入した。 

 

○ 総人件費削減 

総人件費改革の実行計画(中期計画期間中の４％削減)を踏まえ，地域手当の上昇

率の抑制などにより，当初計画（平成 21 年度４％削減)以上の人件費を削減（13％）

した。 

 
○ 教員・事務系職員の個人評価 

① 教員の個人評価に係る「教員の個人評価に係る結果活用に関する基本方針」及

び「教員の個人評価指針」を平成 20 年度に制定し，本格的な評価を開始した。 

② 事務系職員の評価に係る「事務職員，技術職員及び医療職員における人事評価 

 

 

実施要項」を平成 20 年度に制定し，本格的な評価を開始した。 

【平成 21 事業年度】 

教員の個人評価を分析し，その結果をホームページ上で公表するとともに，昇給

や勤勉手当等の処遇に反映した。また，事務系職員についても，人事評価を実施し，

昇給や勤勉手当等の処遇に反映した。 
 
○ 自己点検・評価作業の効率化 

平成 17 年度から毎年，大学評価・学位授与機構が定める自己評価の方法を取り入

れ，自己評価書を作成し，ホームページ上で公表した。また，筑波技術大学基本デ

ータ集を活用し，業務の実績に関する報告書や自己評価作業の効率化を図った。 

 
○ 施設マネジメント 

経営協議会において，職員宿舎等の効率的，効果的な運用についての方針が示さ

れ，施設環境防災委員会で具体的な対応策の検討を開始した。 

【平成 21 事業年度】 

① 資産の効率的・効果的な運用を図るため，入居率の低い職員宿舎の現入居者に

対して退去通知を行うとともに，経営協議会において，現入居者が退去した後に

売却することを決定した。 
 ② 省エネルギー対策及び地球温暖化対策を図る観点から，「温室効果ガス排出抑制

等のための実施計画」を策定した。 

 

○ 危機管理の対応 

① 危機管理体制を強化するため，「危機管理規則」を制定した。また「研究活動の

不正行為防止等に関する規則」を制定し，各種説明会等でその内容を教職員に説

明するとともに，不正防止委員会，不正の通報窓口を設置した。 

② 公的研究費の管理･監査のガイドラインに基づく，科学研費補助金等の研究費に

係る不正使用防止のための「公的研究費等の運営・管理に関する規則」等を平成

19 年度に制定し，責任者，管理体制などの明確化や不正使用の通報窓口を設置し

た。 

③ 情報システムへの不正アクセス等に対応するセキュリティ対策のための運用基

本方針を平成 19 年度に定め，平成 20 年度には情報セキュリティ監査規程等を制

定した。 

【平成 21 事業年度】 

① 情報セキュリティ監査規程等に基づき，セキュリティ監査実施手順等を整備し，

監査を実施した。 

② 公的研究費等の不正使用を防止する観点から「公的研究費等不正使用防止マニ

ュアル」を作成し，教職員へ配布し周知を図った。 
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③ 「危機管理対応マニュアル」を更に活用するため，概略版のリーフレットを作

成し，学生，教職員に配布した。 

④ 新型インフルエンザの流行に伴う本学の体制や取扱いを決定し速やかに対応す

るとともに，入学試験においては追試験日を設定し対応した。 

 
○ 教育方法等の改善 
 ① コンピュータ室のハード，ソフト面の整備を行うとともに，コンピュータ室の

オートロック(ICカードによる入退室管理)化を進めた。また，学内LANの活用によ

り，学生が自学自習できるシステムの改良に努めた。 

② 「学生による授業評価」「教員相互による授業参観」を行い，その結果を各教員

にフィードバックし，教員の教授能力の向上及び授業改善に役立てた。また，情

報交換会を継続実施し，統一性，一貫性，透明性のある成績評価に努めた。 

③ 授業を担当する全教員が週２日のオフィスアワーを設け，個別教育に近いきめ

細かな教育指導を実施した。また，基礎学力不足の学生には補習を実施し，学生

の学習意欲の増進を図った。 

④ 聴覚障害学生を対象とした授業における情報保障方法として，ルビ付きリアル

タイム音声文字変換システム及び音声認識技術を活用した音声文字変換システム

を開発・改良し，非常勤講師が担当する教養教育系科目等を中心に授業支援を行

った。 

 
○ 学生支援の充実 
① 視覚障害に関する障害補償機器の機能や使い方を紹介するとともに，最新の障

害補償機器を揃え，貸し出しや利用方法について助言を行った。 

② 経済的支援に関連しては，特に経済的に困窮している者に対する学力基準を見

直し，授業料免除等に関する取扱要項を改定した。 

③ 退職教員の協力を得て卒業生の職場適応に関する支援を行うための「就職支援

員」制度を設けた。 
④ 就職ガイダンスを実施し，新卒障害者の求人や障害者対象面接会等に関する情

報の提供，採用面接における聴覚障害者のコミュニケーションの方法等について

説明した。 
 
○ 研究活動の推進 
① 教育研究基盤経費のうち，一定比率を競争的経費として措置し，本学の特色を 

踏まえた重点的研究プロジェクトへの研究資金の配分を優先的に行うことを継続

実施した。 
 ② 学外委員を含めた障害者高等教育研究支援センター運営協議会を開催し，業務

及び研究の方向性に関する検討を行った。 

 

 
○ 障害学生支援の推進 
① 障害者高等教育研究支援センターが，教育関係共同利用拠点（障害者高等教育

拠点）として認定された。 

② 聴覚障害学生支援のための拠点形成事業として，日本聴覚障害学生高等教育支

援ネットワーク（PEPNet-Japan）を運営し，聴覚障害学生支援を実施している他

大学機関との連携のもと，シンポジウム・ワークショップの開催，聴覚障害学生

支援コンテンツの作成，諸外国における聴覚障害学生支援体制調査，高度専門分

野における手話通訳者の養成・支援サービス提供に向けた取組み及び個別支援・

相談など各種の事業を実施した。 

 ③ 手話コミュニケーション力の向上を図るため「大学生活に係わる手話」に係る

コンテンツをホームページ上に設けた。 

 
○ 社会連携・地域貢献，国際交流等の推進 
①  平成 18 年度から，つくば市とのユニバーサル・デザイン共同事業，地域のボ

ランティア団体との連携事業（手話・要約筆記，点訳・録音等の人材養成），学

校や地域住民からの視覚・聴覚障害に関する相談事業等を行った。 

② 学習資料の製作に携わる人材の育成として，つくば地域の一般市民を対象とす

る点訳入門講習会の企画・実施，点図作成研修会を実施した。 
③ 地域の障害者に対する健康増進，社会参加等を目的とした「障がい者のための

スポーツイベント」を本学，筑波大学，茨城県立医療大学，茨城県障害者スポー

ツ研究会，茨城県障害者スポーツ指導者協議会と共催して実施した。 
④ 海外の聴覚・視覚障害者のための大学等と協定を締結し，学生や教職員の交流

を積極的に行った。平成 20 年度には中国の中州大学やロシアのバウマンモスクワ

州立工科大学と，平成 21 年度には韓国の障害者雇用促進公団と交流協定を締結し，

締結先は５か国 13 大学・機関となった。 

⑤ 平成 20 年度は，交流協定先の中国，韓国の大学・機関等から代表者や聴覚・視

覚障害のある学生などを招聘し，第９回国際シンポジウムを開催した。平成 21 年

度には，タイ王国マヒドール大学の代表者や交流協定を締結している韓国障害者

雇用公団の代表者を招聘し，第 10 回国際シンポジウムを開催し，日本，韓国，タ

イ王国における国レベルや大学等における視覚・聴覚障害者の雇用の現状や取組

みなどについて情報交換を行った。 

⑥ 聴覚及び視覚に障害のある学生への支援及びそれに関連する諸課題に的確に対

応するため，平成 22 年３月に宮城教育大学と連携に関する協定を締結した。 
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項 目 別 の 状 況 

 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

(1) 業務運営の改善及び効率化 

① 運営体制の改善に関する目標 

 

中 

期 

目 

標 

学長のリーダーシップの下で，大学を効率的・機動的に運営できる体制を充実するとともに，大学構成員の持つ幅広い意見や学外者の専門的な意見の取り入れを

可能とするシステム，限られた資源をより効果的に活用できるシステムの充実を目指す。 

 

 
進捗 
状況 

ｳｪｲﾄ 
中期計画 平成 21 年度計画 

中
期

年
度

判断理由（計画の実施状況） 

中
期

年
度

  (平成 20 年度の実施状況概略) 
・学長，理事・事務局長，副学長，産業技術学部長，保健科学部長及
び障害者高等教育研究支援センター長の６名で構成する部局長会議
を定期的に開催し，引き続き，学長補佐体制を維持した。 

・学長補佐体制の強化を図るため，SD 支援調整担当の特命学長補佐を
任命した。 

・保健科学部附属東西医学統合医療センターの医療サービスの向上及
び経営の効率化を図るため,「同センター経営改善会議」を設置し，
経営改善状況に関する検証を行った。 

 

 【１】 

○全学的な経営戦略の確立に関す

る具体的方策 

学長がリーダーシップを発揮す

ることを可能にするために，経営，

教育研究等を分掌する複数の理事

を設置するとともに，学長，理事

等で構成する学内調整組織を置

き，学長の求めに応じて大学運営

上の助言等を行うなど，学長補佐

体制の強化を図る。

戦略的な学内資源配分を行うた

め，一定比率を競争的教育研究経

費等として措置する。 
 

【１】 

○全学的な経営戦略の確立に関する具体的

方策 

これまでに確立した学長補佐体制を維

持するとともに，保健科学部附属東西医

学統合医療センター経営改善会議を開催

し，同会議からの意見等を同センターの

改善及び効率化に反映する。 

Ⅲ 

Ⅲ 

(平成 21 年度の実施状況) 
・部局長会議を月２回定期的に開催し，引き続き，学長補佐体制を維
持した。 

・学長補佐体制の強化を図るため，留学生語学センター担当の特命学
長補佐を新たに任命し，留学生語学センター設立に向けての WG を設
け，カリキュラム等についての予備調査を行い，報告書を取りまと
めた。 

・教育研究基盤経費のうち約 20％（30,000 千円）を競争的教育研究経
費として確保し，外部委員を含む審査委員会において申請された 44
件の中から外部資金獲得に繋がる萌芽的研究 27 件を採択した。 

・「保健科学部附属東西医学統合医療センターの経営の在り方に関す
る専門委員会」の報告書（平成 19 年度）に基づき，医療サービスの
向上及び経営の効率化を図るため，「同センター経営改善会議」で
継続的に検証を行い，平成 22 年３月開催の会議で報告書への対応は
全て完了したことが確認された。 
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  (平成 20 年度の実施状況概略) 
学長，理事・事務局長，副学長，産業技術学部長，保健科学部長及

び障害者高等教育研究支援センター長の６名で構成する部局長会議を
定期的に開催し，役員会，経営協議会及び教育研究評議会で審議する
議題及び全学的な事項についての調整及び協議を行い，それぞれの会
議を効果的に運営した。  
 

 【２】 

○運営組織の効果的・機動的な運営

に関する具体的方策 

大学運営についての意思形成を

円滑に行うために，学内調整組織

において，役員会，経営協議会，

教育研究評議会で審議する事項の

整理及びその他の全学的な事項に

ついての調整を行う。 
 

【２】 

○運営組織の効果的・機動的な運営に関す

る具体的方策 

18 年度に計画を達成済みであり，引き

続き，確立した協議・連携体制により計画

事項を実施する。 

 

Ⅲ

Ⅲ 

(平成 21 年度の実施状況) 
部局長会議を月２回定期的に開催し，役員会，経営協議会及び教育

研究評議会で審議する議題及び全学的な事項についての調整及び協議
を行い，引き続き，それぞれの会議を効果的に運営した。  

 

 

 

  (平成 20 年度の実施状況概略) 
学長，理事・事務局長，副学長，産業技術学部長，保健科学部長，

障害者高等教育研究支援センター長，広報室長及び５つの全学委員会
委員長により構成する政策調整会議を定期的に開催し，全学的な連絡
調整及び諸課題に係る意見交換を行い，大学の方向性を確認した。 
 

 【３】 

○部局長等を中心とした機動的・戦

略的な部局等運営に関する具体

的方策 

各部局の長が機動的・戦略的に

当該部局を運営することを可能に

するための方策を検討するととも

に，教員，事務組織により部局長

を補佐する体制を強化する。 
 

【３】 

○ 部局長等を中心とした機動的・戦略的な

部局等運営に関する具体的方策 

これまでに計画を達成済みであり，引

き続き，政策調整会議及び部局長会議にお

いて，全学委員会及び各部局間の連携を推

進する。 

 

Ⅲ

Ⅲ 

(平成 21 年度の実施状況) 
引き続き，政策調整会議及び部局長会議において，全学的な連絡調

整及び諸課題に係る意見交換を行った。 
 

 

 

  (平成 20 年度の実施状況概略) 
平成 20 年度から４つの全学委員会等に事務系職員を委員として参

画させ，事務局からの意見等を提言するなど，教員と事務職員による
一体的な運営を推進した。 
 

 【４】 

○教員・事務職員等による一体的な

運営に関する具体的方策     

専門的知識を有する人材を育成

するとともに，大学運営にかかる

企画立案等に積極的に参画し得る

システム作りを進める。 
 

【４】 

○教員・事務職員等による一体的な運営に

関する具体的方策 

  これまでに計画を達成済みであり，確

立された教員・事務系職員の一体的な運

営を行う。 

 

Ⅲ

Ⅲ 

(平成 21 年度の実施状況) 
引き続き，４つの全学委員会等に事務系職員を委員として参画させ，

教員と事務職員による一体的な運営を推進した。 
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  (平成 20 年度の実施状況概略) 
・設備マスタープランに基づく計画的な設備整備を行うため，設備整
備費（30,000 千円）を確保し，４件の整備を行った。 

・教育研究等高度化推進事業の教育研究等改革・改善事業として学長
裁量経費（30,000 千円）を確保し，22 件採択した。 

・目的積立金のうち，新学生寄宿舎の新営に伴い，聴覚・視覚障害者
に配慮した設備整備のために 54,000 千円，基幹整備等に 139,000
千円の使用計画を策定した。 

 

 【５】 

○全学的視点からの戦略的な学内

資源配分に関する具体的方策 

各部局への資源配分は，大学全

体の戦略を踏まえた方針及び部局

に対する評価に基づいて算定す

る。また，戦略的な資源運用を実

現するため，一定比率を学内共通

経費として留保するとともに，受

益者負担制度等，コスト意識の向

上を促すシステムの導入を図る。 
 

【５】 

○全学的視点からの戦略的な学内資源配分

に関する具体的方策 

・平成 21 年度予算配分においても，一定

額を学長裁量経費及び基盤的設備費と

して確立するほか，学生寄宿舎の整備経

費を計上する。 

・既存の学生寄宿舎と新学生寄宿舎との寄

宿料の見直しを行い，寄宿料を決定す

る。 

Ⅲ

Ⅲ 

(平成 21 年度の実施状況) 
・設備マスタープラン等に基づく計画的な設備整備を円滑に行うため
設備整備費として 80,000 千円を確保し，20 件の整備を行った。 

・教育研究基盤経費のうち約 20%(30,000 千円)を競争的教育研究資金
として確保しプロジェクト事業として募集し，外部委員を含む審査
委員会で応募数 44 件を審査し 27 件採択した。 

・学長のリーダーシップで配分する「学長裁量経費」を 30,000 千円確
保し，教育研究等改革・改善のための事業を 24 件採択した。 

・目的積立金等について検討するため，教育研究環境整備室を設置し，
新学生寄宿舎の新営に伴う聴覚・視覚障害者に配慮した設備整備並
びに共用スペースの確保等のための基幹整備等の執行計画を作成し
た。 

・平成 21 年 10 月から利用開始となった新学生寄宿舎の寄宿料を決定
するとともに，既存の学生寄宿舎の寄宿料の見直しを行い，平成 22
年 4 月から改定することとした。 

 

 

 

【６】 

○学外の有識者・専門家の登用に関

する具体的方策 

必要に応じて有識者・専門家に

委嘱し，専門的見地等からの助言

を得て大学運営に反映する。 
 

 

Ⅲ

 (平成 20 年度の実施状況概略) 
・保健科学部附属東西医学統合医療センターの医療サービスの向上及
び経営の効率化を図るため，学外有識者３名を含めた「保健科学部
附属東西医学統合医療センター経営改善会議」を設置し，改善状況
に関する検証を行った。 

・学外委員６名を含む障害者高等教育研究支援センター運営協議会を
開催し，学外委員からの意見を平成 21 年度事業計画に反映した。 
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   【６】 

○学外の有識者・専門家の登用に関する具

体的方策 

・学外の有識者を登用した「障害者高等教

育研究支援センター運営協議会」，「保

健科学部附属東西医学総合統合医療セ

ンター」において，引き続き，専門的見

地からの助言を得て，必要に応じ大学運

営に反映する。 

・引き続き，学外アドバイザーを委嘱し，

教育・研究等に関する助言を得て，必要

に応じ，大学運営に反映する。 

 

Ⅲ 

(平成 21 年度の実施状況) 
・障害者高等教育研究支援センター運営協議会を開催し，学外有識者
から今後の同支援センターの運営に対する有益な助言を得た。 

・業務運営等の現状及び将来計画について，役員等と学外アドバイザ
ー２名とのディスカッションを行った。 

・保健科学部附属東西医学統合医療センターの医療サービスの向上及
び経営の効率化を図るため，学外有識者３名を含む「同センター経
営改善会議」を平成 20 年度に引き続き開催し，改善状況に関する検
証を行った。 

 

  (平成 20 年度の実施状況概略) 
平成 20 年度から監査室に新たに監査室員２名（総務課及び財務課の

事務職員：兼任）を任命し，監査機能の充実を図った。 
 

 【７】 

○内部監査機能の充実に関する具

体的方策  

研修等により監査担当者の資

質向上を図るとともに，内部監査

の手法を確立し，日常的な内部牽

制を含め，財務会計全般について

効率的，効果的な内部監査を行

う。 
 

【７】 

○内部監査機能の充実に関する具体的方策 

監査室機能の充実を図り，より効率的

効果的な内部監査を実施する。 

 

Ⅲ

Ⅲ 

(平成 21 年度の実施状況) 
・業務運営の改善及び効率化を図るため，平成 21 年９月に「監査結果

を業務運営に反映させるための取扱要領」を定めた。 
・監事の行う監査を円滑に行うことを目的に，大学の業務運営の現状
について役員等と監事２名とのディスカッションを行った。 

・内部監査等の監査結果を適切に業務運営に反映させるためのサイク
ルを構築するとともに，監査室員を積極的に研修に参加させスキル
アップを図った。 

 

 

 

  (平成 20 年度の実施状況概略) 
近隣大学に勤務する本学経験者を採用するなど，転出 11 名，転入８

名の人事交流を行った。 
 

 【８】 

○国立大学間の自主的な連携・協力

体制に関する具体的方策  
近隣の国立大学法人等と事務

職員の人事交流を図るとともに，
職員研修の充実に努める。 

【８】 

○国立大学間の自主的な連携・協力体制に

関する具体的方策 

近隣の国立大学法人等との連携・協力

体制を強化するとともに，「事務系職員の

人事に関する基本方針」に基づき，事務系

職員の交流を図る。 

 

Ⅲ

Ⅲ 

(平成 21 年度の実施状況) 
引き続き，「事務系職員の人事に関する基本方針（平成 20 年３月制

定）」に基づき，近隣大学に勤務する本学経験者を採用するなど，平
成 21 年度は転出 11 名，転入８名の人事交流を行った。なお，年度末
の事務系職員の男女比は，昨年度末と同様６対４の比率であった。 
 

 

 

 ウェイト小計   
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

(1) 業務運営の改善及び効率化 

② 教育研究組織の見直しに関する目標 

 

中 

期 

目 

標 

我が国唯一の聴覚・視覚障害者のための高等教育機関として，研究者及び高度専門職業人の養成などに対応するための大学院設置を視野に教育研究組織の見直し

を進める。 

 
進捗 
状況 

ｳｪｲﾄ 
中期計画 平成 21 年度計画 

中
期

年
度

判断理由（計画の実施状況） 

中
期

年
度

  (平成 20 年度の実施状況概略) 

・大学院設置構想を経営協議会において説明し，研究科の名称などに

ついて，外部委員からの意見を構想に反映した。 

・特別支援学校（盲学校）及び国立視力障害センターに理療科教員養

成課程設置構想に関するアンケート調査を実施し，「今後の理療科

教員養成課程の在り方に関する調査結果」を取りまとめた。 

 

 【９】 

○教育研究組織の編成・見直しのシ

ステムに関する具体的方策   

中期計画や各部局の評価等を踏

まえて組織の設置や再編について

の方針を策定する。 
 

【９】 

○教育研究組織の編成・見直しのシステム

に関する具体的方策 

引き続き，大学院の設置のための「大

学院設置準備室」，理療科教員養成課程

の設置のための「理療科教員養成課程設

置準備室」による準備を進める。 

 

Ⅲ 

Ⅲ 

(平成 21 年度の実施状況) 

・大学院技術科学研究科の平成 22 年度設置に伴い，①広報，②学生募

集要項の作成，③学則，入試・教務関係規程等の整備等を行い，入

学試験を実施した。 

・理療科教員養成課程設置については，設置形態，カリキュラム，人

員配置等について引き続き検討し，第二期中期目標期間中の設置を

目指すこととした。 

 

 

 

【１０】 

○教育研究組織の見直しの方向性 

聴覚・視覚障害者に対する高等

教育に関し教育研究の充実と社会

環境の変化や社会的要請に応える

ために，教育研究組織の検討を進

める。 

また，大学院及び理療科の教員

養成に対応する教育研究組織の設

    (平成 20 年度の実施状況概略) 
 
 
 
 

Ⅲ

 

・障害者高等教育研究支援センターの「障害者高等教育研究拠点」の

の在り方に関して検討を開始した。 

・教職課程の設置を検討するため，大学改革推進室の下に「教職課程

設置準備 WG」を設けて，準備を開始した。 
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置についても，検討を進める。 
 

【１０】 

○教育研究組織の見直しの方向性 

大学院及び理療科教員養成課程の設

置並びに障害者高等教育研究支援セン

ターの共同利用・共同研究拠点整備につ

いて，必要な準備を進める。 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ⅲ

(平成 21 年度の実施状況) 

・大学院技術科学研究科の平成 22 年度設置に伴い，①広報，②学生募

集要項の作成，③学則，入試・教務関係規程等の整備等を行い，入

学試験を実施した。 

・平成 23 年度の教職課程の設置に向け申請を行う学科・専攻，免許状

の種類（教科，科目等）の選定を行った。 

・理療科教員養成課程の設置形態，カリキュラム，人員配置等につい

て引き続き検討し，第二期中期目標期間中の設置を目指すこととし

た。 

・障害者高等教育研究拠点の整備については，障害者高等教育研究支

援センターの障害者高等教育研究支援の実績等を踏まえ，教育関係

共同利用拠点として，平成 22 年１月に文部科学大臣に申請し，認定

を受けた。 

 

 

 ウェイト小計   
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(1) 業務運営の改善及び効率化 

③ 人事の適正化に関する目標 

 

中 
期 
目 
標 

聴覚・視覚障害者に対する高等教育とそれに関連する研究等を担う多彩な人材を確保するために，教員構成の多様性，勤務体制の柔軟性を可能にする人事制度を
構築するとともに，教職員の能力・業績を適切に反映させる評価システムの構築を目指す。 

「行政改革の重要方針」（平成 17 年 12 月 24 日閣議決定)において示された総人件費改革の実行計画を踏まえ，人件費削減の取組を行う。 

 
進捗 
状況 

ｳｪｲﾄ 
中期計画 平成 21 年度計画 

中
期

年
度

判断理由（計画の実施状況） 

中
期

年
度

  (平成 20 年度の実施状況概略) 

・教員の個人評価については，「教員の個人評価に係る結果活用に関

する基本方針」及び「教員の個人評価指針」を制定し，本格的に実

施を開始した。 

・事務系職員については，「事務職員，技術職員及び医療職員におけ

る人事評価実施要項」を制定し，「事務系職員人事評価の手引き」

を作成の上，評価を開始した。 

 

 【１１】 
○人事評価システムの整備・活用に

関する具体的方策   
教育業績，研究業績，大学運営

参加実績，社会的貢献等，多様な
活動について，多面的かつ公正な
評価基準に基づいて評価し，昇格，
昇進等の処遇に適切に反映させ
る。 

 【１１】 
○人事評価システムの整備・活用に関する

具体的方策 
教員及び事務系職員の評価システム

に基づき評価を行い，その結果を処遇等
に反映する。 

Ⅲ 

Ⅲ 

(平成 21 年度の実施状況) 

・教員の個人評価について，評価結果をホームページ上で公表すると

ともに，昇給及び勤勉手当に反映した。 

・事務系職員については，平成 20 年８月から平成 21 年７月の間で評

価を実施し，昇給及び勤勉手当に反映した。 

 

 

 

  (平成 20 年度の実施状況概略) 

新たな外部資金獲得による任期付き年俸制適用職員として特任研究

員（１名）を採用した。 

 

 【１２】 
○柔軟で多様な人事制度の構築に

関する具体的方策 
国内外の優秀な人材の採用を

可能とする弾力的な教員採用方
法を工夫するとともに，教員の勤
務時間等の在り方を検討する。 

 

【１２】 
○柔軟で多様な人事制度の構築に関する

具体的方策 

平成 18 年度に計画を達成済みであ

り，引き続き，計画事項を実施する。 

Ⅲ 

Ⅲ 

(平成 21 年度の実施状況) 

新たに，外部資金獲得による任期付き年俸制適用職員として，特任

准教授（１名），特任助教（２名）及び特任研究員（３名）を採用し

た。 
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  (平成 20 年度の実施状況概略) 

・教員の流動性を高めるため，特別支援学校（盲学校）から教員１名

を採用した。 

・任期付き年俸制教員制度を活用し，特任助教(１名)，特任助手(１名)

及び特任研究員(２名)を採用した。 
 

 【１３】 
○教員の流動性向上に関する具体

的方策 
公募制の拡充や他の障害者教

育関連の大学・研究機関等との人
事交流を図る。 

 【１３】 
○教員の流動性向上に関する具体的方策 

引き続き，他の障害者教育機関等との

人事交流を図る。 

Ⅲ 

Ⅲ 

(平成 21 年度の実施状況) 

・本学と障害学生支援について連携協力校である国立大学法人宮城教

育大学との間で人事交流を実施することを確認した。 

・「国立大学法人筑波技術大学と聴覚・視覚障害者教育研究機関等に

おける教育研究に関する人事交流実施要項」を制定した。 

・任期付き年俸制教員制度を活用して，特任准教授（１名），特任助

教(２名)，特任助手(１名)及び特任研究員(６名)を採用した。 

・教員の選考に当たっては，教員公募を２件行った。 
 

 

 

  (平成 20 年度の実施状況概略) 

・教員公募を行うに当たっては,男女共同参画を推進している旨を明記

し,女性研究者を広く公募し，女性教員３名(特任教員)，視覚に障害

がある教員１名をそれぞれ採用した。 

・育児と仕事の両立を目指し，育児のための多様な勤務形態として育

児短時間勤務制度を導入した。 

・男女共同参画についての理解を深めるため，外部から講師を招き「男

女共同参画に関する講演会」を開催した。 
 

 【１４】 
○外国人・女性・障害者等の教員採

用の促進に関する具体的方策 
本学の特性に鑑み，障害者の教

員採用に積極的に取り組むととも
に外国人及び女性の教員採用につ
いても促進に努める。 

 

【１４】 
○外国人・女性・障害者等の教員採用の促

進に関する具体的方策 

引き続き，女性教員の採用を促進する

ため，男女共同参画に関する必要な取り

組みを行う。 

 

 
 
 
 
 

Ⅳ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅳ

(平成 21 年度の実施状況) 

・留学生語学センター担当の特命学長補佐に，女性教員を登用した。 

・「教育職員の人事に関する基本方針（平成 20 年３月制定）」に基づ

き，教員人事は公募制を原則とし，広く優れた能力を有する人材を

確保した。 

・教員公募を行うに当たっては,男女共同参画を推進している旨を明記

し,女性研究者を広く公募した。 

・平成 21 年度は，女性教員６名(特任教員)，聴覚に障害がある教員１

名をそれぞれ採用した。 

・育児と仕事の両立を目指し，子の看護及び家族の介護のための休暇

制度並びに育児休業制度の拡充を図った。 

・「国立大学法人筑波技術大学における人権の尊重についての基本姿

勢」を定め，人権問題等委員会において，男女共同参画を促進する

ため必要な取組を行うこととした。 

・全教職員を対象に男女共同参画に関するアンケート調査を行い，調

査結果を取りまとめた。 
 

 

 



筑波技術大学 

15 

  (平成 20 年度の実施状況概略) 

・SD 支援調整担当の特命学長補佐と連携・協力し，事務系職員の資質

向上を図る観点から，「学生生活及び生活自立のアドバイザーとして

の職員」を年間テーマと定め，他大学で障害学生支援を担当してい

る教職員を講師として招き，SD 研修会を実施した。 

・聴覚・視覚障害者のための大学職員としての能力を身につけること

を目的に，引き続き，手話及び点字の実技研修を実施した。 

・教員の教育能力と事務系職員の業務遂行能力が一層向上することを

目的に，「筑波技術大学 FD・SD ハンドブック－聴覚・視覚障害学生

の修学のために－」を作成し，全教職員に配布した。 

 

 【１５】 
○事務職員等の採用・養成・人事交

流に関する具体的方策 
近隣の大学との連携の下に事務

職員の採用・人事交流を行うとと
もに，事務職員・技術職員等の質
の向上に努める。 

 

【１５】 
○事務職員等の採用・養成・人事交流に関

する具体的方策 
・「事務系職員の人事に関する基本方針」
に基づき多用な人材確保の面から，本
学卒業生の採用を検討するため，必要
な取り組みを行う。 
・引き続き，近隣の国立大学法人との連
携を進めるとともに，FD・SD 企画室に
よる SD 等の講演会を開催し，事務系職
員等の質の向上を図る。 
 

Ⅲ  
 
 
 
 
 

Ⅲ

(平成 21 年度の実施状況) 

・本学学生を対象とした平成 22 年度インターンシッププログラムを策

定し，学生募集を行った。また，本学卒業生の平成 24 年度採用を視

野に検討を開始した。 

・学生支援 SD 担当の特命学長補佐と連携・協力し，事務系職員の資質

向上を図る観点から，「他者を，又他者の持っている知識と技術を知

る」を年間テーマと定め，講演会，勉強会及び発表会をそれぞれ行

った。 

・聴覚・視覚障害者のための大学職員としての能力を身につけること

を目的に，引き続き，手話及び点字の実技研修を実施した。 

・近隣の大学との人事交流のほか，事務系職員を２名採用した。 

 

 

 

  (平成 20 年度の実施状況概略) 

総人件費改革の実行計画を踏まえ，当初計画（平成 20 年度 1.65％削

減)以上の人件費を削減（8.35％）した。 

 

 【１６】 
○中長期的な観点に立った適切な

人員（人件費）管理に関する具体
的方策  
各教育研究活動，業務活動につ

いて人的資源の活用状況の観点か
らの見直し評価を行うとともに，
合理化が可能と判断される活動に
ついては人員削減を行い，新規重
点目標等の遂行に必要な要員を確
保する。 

総人件費改革の実行計画を踏ま
え，平成 21 年度までに概ね 4％の
人件費の削減を図る。 

 

【１６】 
○中長期的な観点に立った適切な人員（人

件費）管理に関する具体的方策 
総人件費改革の実行計画に基づき，中

期目標期間中に人件費を概ね４％削減
する。 

Ⅳ 

Ⅳ 

(平成 21 年度の実施状況) 

総人件費改革の実行計画を踏まえ，当初計画（平成 21 年度４％削減)

以上の人件費を削減（13％）した。 

 

 

 

 

 ウェイト小計   
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

(1) 業務運営の改善及び効率化 

④ 事務等の効率化・合理化に関する目標 

 

中 

期 

目 

標 

事務組織全般にわたり業務を精査し，事務処理の一層の効率化・合理化を図るとともに，新たに必要となる機能の充実を図る。 

 
進捗 
状況 

ｳｪｲﾄ 
中期計画 平成 21 年度計画 

中
期

年
度

判断理由（計画の実施状況） 

中
期

年
度

  (平成 20 年度の実施状況概略) 

・事務局メールシステムを Web 上で使用できるシステムを導入し，学

外からも使用できるように改良し，利便性の向上を図った。 

・教員への通知や情報提供の一元化を図るため，グループウェアの利

用状況の調査を行い，情報提供の在り方について検討した。 

・教務・学生生活，就職等に関する事務総括体制を明確にし，企画立

案調整機能を充実した。 

 

 【１７】 

○事務組織の機能・編成の見直しに

関する具体的方策 

情報化の推進，アウトソーシン

グ等により，事務処理の合理化・

効率化を実現するとともに，企画

立案機能等，新たに必要となる機

能の充実を図る。 
 【１７】 

○事務組織の機能・編成の見直しに関する

具体的方策。 

引き続き，情報化の推進により，事務

処理の効率化を図る。 

Ⅲ 

Ⅲ 

(平成 21 年度の実施状況) 

・大学院の設置を踏まえ，事務局組織の見直しを行い，平成 22 年１月

に事務組織の整備を行った。 

・情報公開システムをアウトソーシングすることにより，当該システ

ムの運用の堅実性を向上させ，システム運用の省力化を図った。 

・事務職員の使用する全コンピュータについて，学内でメンテナンス

作業を行い，事務情報化の基盤整備を行った。 

 

 

 

【１８】 

○複数大学による共同業務処理に

関する具体的方策 
近隣の大学等との共同研修の

実施，大学間協約等に基づく人事
交流を促進する。 

 

 

Ⅲ 

 

(平成 20 年度の実施状況概略) 

筑波大学主催の主任級職員研修及び係長級職員研修へ参加した。 
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【１８】 

○複数大学による共同業務処理に関する

具体的方策 

平成18年度に計画を達成済みであり，

引き続き，計画事項を実施する。 

Ⅲ 

(平成 21 年度の実施状況) 

引き続き，以下のとおり実施した。 

①関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験において，筑波大学

と共同事務処理を行った。 

 ②筑波大学と大学入試センター試験を共同で実施した。 

 ③筑波大学主催の主任級職員研修及び係長級職員研修へ参加した。 

 

 

  

(平成 20 年度の実施状況概略) 

以下の業務を委託し，業務の効率化・合理化を進めた。 

①学生寄宿舎管理業務 

②事務労働者派遣業務（研究推進・国際交流事務 1 名，会計事務２

名） 

③職員宿舎維持管理業務 

④天久保キャンパス屋外プールの水質検査の外注化 

 

 【１９】 

○業務のアウトソーシング等に関

する具体的方策 

各業務について，業務の効率化，

経費の節減，人員の適正配置の観

点から見直しを図り，アウトソー

シングが適切と判断されるものに

ついては，積極的に導入を図って

いく。 【１９】 

○業務のアウトソーシング等に関する具

体的方策 

アウトソーシングの可能な業務の検

討を進め，業務の効率化・合理化を更に

進める。 

 

Ⅲ 

Ⅲ 

(平成 21 年度の実施状況) 

前年度に引き続き，学生寄宿舎管理業務等の業務を委託し，業務の

効率化・合理化を図った。 

 

 

 

 ウェイト小計   
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(1) 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等 

 

 

１．特記事項 

 

【平成 16～20 事業年度】 

①  学長を議長とする部局長会議を開催(月２回)し，全学的な事項について協議

及び調整し，効果的・機動的な運営を行うとともに，より効果的な運営体制と

して，学長・理事等と全学の各種委員会委員長との連絡調整を行う「政策調整

会議」を新たに設置し，全学的な方針をはじめ，それぞれの委員会の活動状況・

課題等について意見交換を行い，大学としての方向性の共通理解を図った。 

②  平成 18 年度には特命学長補佐制度を創設し，学長が喫緊の重要課題と位置づ

けた特定事項又はプロジェクトを担当する５名の特命学長補佐を任命し学長と

の連携調整を緊密にし,より効果的・機動的な運営体制を構築した。さらに，平

成 20 年度には新たに SD 支援調整担当の特命学長補佐を任命した。 

④ 平成 20 年度から義務化されたＦＤの充実を図るため，FD・SD 企画室を設置し，

学外のアドバイザーからの助言も得て，FD・SD 実施に向けた方針決定や企画を

行った。また，全学的な広報活動の企画･立案を戦略的に推進するため，広報室

を新たに設置した。 
⑤ 外部講師等による障害学生支援に関する SD 研修を開催し，事務系職員の資質
向上を図るとともに教員の教育能力と事務系職員の業務遂行能力が一層向上す
ることを目的に，「筑波技術大学 FD・SD ハンドブック－聴覚・視覚障害学生の
修学のために－」を平成 21 年３月に作成し，全教職員に配付した。 

  

【平成 21 事業年度】 

① ４年制大学第一期生の卒業に合わせて大学院修士課程設置の申請を行い，10

月に平成 22 年度から大学院技術科学研究科を設置することが認められ，大学院

生受入れに向けて諸規程や設備等の整備を行うとともに，第一期生の入学試験を

行った。 

② 「国立大学法人筑波技術大学における人権の尊重についての基本姿勢」を定め

るとともに，全教職員を対象に男女共同参画に関するアンケート調査を行い，調

査結果を取りまとめた。 

③ 目的積立金等について検討するため，教育研究環境整備室を設置し，新学生寄

宿舎の新営に伴う聴覚・視覚障害者に配慮した設備整備並びに共用スペースの確

保等のための基幹整備等の執行計画を作成した。 

 

 

 

２．共通事項に係る取組み状況 

 

○ 戦略的な法人経営体制の確立と効果的運用が図られているか。 

【平成 16～20 事業年度】 

① 学長，理事・事務局長，副学長，産業技術学部長，保健科学部長及び障害者
高等教育研究支援センター長の６名で構成する部局長会議を月２回定期的に
開催し，役員会，経営協議会及び教育研究評議会で審議する議題及び全学的
な事項についての調整及び協議を行い，それぞれの会議を効果的に運営した。

② 学長，理事・事務局長，副学長，産業技術学部長，保健科学部長，障害者高
等教育研究支援センター長，広報室長及び５つの全学委員会委員長により構成
する政策調整会議を， 平成 20 年度から月１回定期的に開催し，全学的な連絡
調整及び諸課題に係る意見交換を行い，大学の方向性を確認した。 

③ 平成 20 年度から４つの全学委員会等に事務系職員を委員として参画させ，

事務局からの意見等を提言するなど，教員と事務職員による一体的な運営を

推進した。 

 

【平成 21 事業年度】 

部局長会議を月２回定期的に開催し，役員会，経営協議会及び教育研究評議会

で審議する議題及び全学的な事項についての調整及び協議を行い，引き続き，そ

れぞれの会議を効果的に運営した。 

 

○ 法人としての総合的な観点から戦略的・効果的な資源配分が行われているか。

【平成 16～20 事業年度】 

① 法人化後から毎年度，学長裁量経費として 30,000 千円を確保し，本学が重

点的に取り組むべき教育研究課題及び教育研究環境の改善等に係る取組みに

対して重点的に配分した。また，競争的教育研究プロジェクト事業として毎年

度 30,000 千円を確保し,本学の特色的な教育研究プロジェクトを学内公募し，

その独創性及び教育研究分野への貢献性を審査し，該当プロジェクトに事業費

を配分した。採択した競争的教育研究プロジェクトは，外部関係者を含む成果

報告会において発表を義務付けるなど，経費を措置するだけでなく，公募・選

考（ヒアリング）・報告（評価）という競争的環境を整備した。 

② 平成 20 年度には，設備マスタープランに基づき，計画的な設備整備を円滑

に行うため，新たに設備整備費として 30,000 千円を確保し，４件の整備を行

った。 
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【平成 21 事業年度】 

平成21年10月から利用開始となった新学生寄宿舎の寄宿料を決定するととも
に，既存の学生寄宿舎の寄宿料の見直しを行い，平成 22 年 4 月から改定するこ
ととした。 

 

○ 業務運営の効率化を図っているか。  

【平成 16～20 事業年度】 

① 事務の効率化・合理化を更に推進するため,事務局に設置した事務改善合理

化委員会で事務局各課から提案のあった事務改善事項を整理し，実施の可能性

について検討し，事務処理改善を行った。 

② 平成 19 年度入学者から入学試験に大学入試センター試験を課すこととし，

大学入試センター試験の実施を筑波大学と共同で行うことにより効率的な運

営を行った。 

③ 教員と事務職員が一元的に情報を共有できるよう，学内グループウェアを改

善し，基本的に各種通知や申請を電子媒体で行えるようにするとともに，事務

局メールシステムを Web 上で使用できるシステムを導入し，学外からも使用で

きるように改良し，より利便性の向上を図った。 

 

【平成 21 事業年度】 

① 大学院の設置に伴い，事務局組織の見直しを行い，事務組織の整備を行った。
② 事務職員の使用する全コンピュータについて，学内でメンテナンス作業を行

い，事務情報化の基盤整備を行った。 

 

○ 収容定員を適切に充足した教育活動が行われているか。 

学士課程の収容定員充足の割合は，平成 18 年度 96.7％，平成 19 年度 103.3％，

平成 20 年度 100.0％，平成 21 年度 101.1％である。 

 

○ 外部有識者の積極的活用を行っているか。 

【平成 16～20 事業年度】 

① 障害者高等教育研究支援センターの障害者支援研究部の事業計画等を協議

するため，学外有識者６名を含めた「運営協議会」を毎年度に開催し，学外委

員からの意見を運営改善や翌年度事業計画に反映させた。 

② 保健科学部附属東西医学統合医療センターの経営の在り方を検討するため，

経営協議会の下に外部有識者４名を含む専門委員会を設置し，報告書を取りま

とめた。さらに，同センターの医療サービスの向上及び経営の効率化を図るた

め，学外有識者３名を含めた「保健科学部附属東西医学統合医療センター経営

改善会議」を設置し，改善状況に関する検証を行った。 

 

 

【平成 21 事業年度】 

役員等と学外アドバイザーとのディスカッションを行い，業務運営等の現状，

将来計画及び運営状況等について説明し情報交換を行った。 

 

○ 監査機能の充実が図られているか。 

【平成 16～20 事業年度】 

① 内部監査の充実を図るため，内部監査組織として学長直属とする「監査室」

を設置し，監事監査及び監査報告会を実施した。 

② 監事監査計画書及び筑波技術大学会計経理事務監査実施基準に基づき重点

事項を定め，内部監査を実施した。 

③ 筑波技術大学内部監査要項を制定し，監査室の機能の充実を図った。 

 

【平成 21 事業年度】 

本学の業務運営の改善及び効率化を図るため，「監査結果を業務運営に反映さ
せるための取扱要領」を定めるとともに，監事の行う監査を円滑に行うことを目
的に，役員等と監事のディスカッションを行った。 

 
○ 男女共同参画の推進に向けた取組が行われているか。 

【平成 16～20 事業年度】 

育児と仕事の両立を目指し，育児のための多様な勤務形態として育児短時間勤
務制度を平成 20 年度から導入するとともに，男女共同参画についての理解を深
めるため，外部から講師を招き「男女共同参画に関する講演会」を開催した。 

 
【平成 21 事業年度】 

育児と仕事の両立を目指し，子の看護及び家族の介護のための休暇制度並びに

育児休業制度の拡充を図るとともに，全教職員を対象に男女共同参画に関するア

ンケート調査を行い，調査結果を取りまとめた。 

 

○ 教育研究組織の柔軟かつ機動的な編制・見直し等が行われているか。 

【平成 16～20 事業年度】 

大学院及び理療科教員養成課程の設置に向けて，大学院設置準備室及び理療

科教員養成課程設置準備室を設け，基本構想や必要な調査を進めた。 

 

【平成 21 事業年度】 

留学生語学センター担当の特命学長補佐を新たに任命し，留学生語学センター

設立に向けての WG を設け，カリキュラム等についての予備調査を行い，報告書

を取りまとめた。 
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○ 法人全体としての学術研究活動推進のための戦略的取組が行われているか。 

産学官の交流や研究成果の育成などの理解を深めるため，科学技術振興機構の

ＪＳＴ茨城から講師を招き「産学官連携に関する講習会」を，筑波大学リエゾン

共同研究センターのコーディネーターを講師に招き「産学官連携に関する学習

会」を開催し，産学官連携などについての理解を深めた。 

 

○ 従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。 

① 平成 17 年度業務実績の評価の課題として，人事評価システムの本格実施及

び処遇への反映に関するスケジュールの設定が求められたことについて 

平成 18 年度に人事評価のスケジュールを作成するとともに，平成 18 年度，

平成 19 年度に各部局での試行や事務系の課長・係長を対象に試行的に評価を

実施した。 

  平成 20 年度には，教員の個人評価に係る「教員の個人評価に係る結果活用

に関する基本方針」及び「教員の個人評価指針」を制定し，本格的な評価を開

始した。 

  また，事務系職員についても平成 20 年度に「事務職員，技術職員及び医療

職員における人事評価実施要項」を制定し，事務系職員人事評価の手引きを作

成の上，全事務系職員を対象とした説明会を開催し，平成 20 年 8 月から本格

的な評価を開始した。 

 

② 平成 20 年度業務実績の評価の課題として，経営協議会において審議すべき

事項を報告事項として扱っていたことから，適切な審議を行うことが求められ

たことについて 

平成 20 年９月開催の経営協議会から，審議すべき事項はすべて審議を行う

よう議題整理を行い改善した。 

 

③ 平成 20 年度業務実績の評価の課題として「引き続き，他の障害者教育機関

との人事交流を図る」については，他の障害者教育機関からの教員採用は行わ

れているものの人事交流は行われていないことから，年度計画を十分には実施

していないものと認められることについて 

国立大学法人宮城教育大学と聴覚・視覚障害学生の支援に関する連携協力の

協定を平成 22 年３月に締結し，連携事業を達成するために教員の人事交流を

行うことを確認した。 

「国立大学法人筑波技術大学と聴覚・視覚障害者教育研究機関等における教

育研究に関する人事交流実施要項」を平成 22 年２月に制定し，本学と障害学

生支援について連携協力を推進する機関との間で人事交流を実施することが

可能とする体制を整備した。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

(2) 財務内容の改善 

① 外部資金その他自己収入の増加に関する目標 

 

中 

期 

目 

標 

積極的な外部資金の獲得を推進し，研究活動の活性化を図る。 

また，施設の地域開放，公開講座の実施などにより，自己収入の増加に努める。 

 

 
進捗 
状況 

ｳｪｲﾄ 
中期計画 平成 21 年度計画 

中
期

年
度

判断理由（計画の実施状況） 

中
期

年
度

  (平成 20 年度の実施状況概略) 

・平成 20 年度科学研究費補助金の採択件数は 36 件で，うち新規採択

が 14 件（前年度比 5.7％増）であった。奨学寄附金の受入れは 19

件で，受入金額は 27,773 千円（前年度比 18，976 千円増）であった。

また，科学研究費補助金，奨学寄附金，一般受託研究及び民間との

共同研究の外部資金の獲得は 116,194 千円で，法人化後 高の獲得

となった。 

・平成 20 年度「質の高い大学教育推進プログラム」を１件（20 年度金

額 6,613 千円）獲得した。 

 

 【２０】 

○科学研究費補助金，受託研究，奨

学寄附金等外部資金増加に関す

る具体的方策 

外部研究資金の獲得を促進する

ための研究支援システムを確立

し，関係情報の収集・提供及び獲

得のための助言を行う。 
 

【２０】 

○科学研究費補助金，受託研究，奨学寄附

金等外部資金増加に関する具体的方策 

引き続き，外部研究資金の獲得を促進

するための関係情報を収集・提供すると

ともに，説明会等を開催する。 

 

Ⅲ 

 
 
 
 
 
 
 
Ⅲ

(平成 21 年度の実施状況) 

・平成 21 年度科学研究費補助金の採択件数は 42 件（前年度比 16.7％

増），94,927 千円（17,736 千円増）であり，うち新規採択は 20 件

であった。一般受託研究の受入は，7 件（前年度比 75％増）で，受

入金額は 5,135 千円（985 千円増）であった。 

・教育研究活動の促進を図るため，平成 19 年度より競争的資金である

科学研究費補助金の獲得状況等に応じた奨励制度を設け，引き続き

研究費を配分した。 

・外部資金に関する説明会を開催し，各教員へ積極的な申請を促した。

また，科学研究費の申請に先立ち，留意事項等について説明を行う

等，申請に伴う情報提供をした。 

・競争的資金の獲得を促進するため，引き続き関係資料を収集し，学

内グループウェア掲示板等により周知した。 
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  (平成 20 年度の実施状況概略) 

・つくば市との連携による「つくば市職員ユニバーサルデザイン体験

研修会及び講演会」を実施した。 

・本学の特色と教育研究の成果の活用を図ることを目的に，公開講座

を９講座開講した。 

・非常勤講師宿泊施設の使用料金を改定した。また，平成 20 年度の収

入は 1，033 千円（前年度比 196 千円（23.4％）増）であった。 

 

 【２１】 

○収入を伴う事業の実施に関する

具体的方策 

① 教育研究の成果を公開講座等

により地域住民に還元する。 

② 地域・企業等と連携を強化し，

教育研究の成果の活用を図る。 

③ 学内の施設・設備を積極的に

地域住民等に開放する。 
 

【２１】 

○収入を伴う事業の実施に関する具体的

方策 

地域・企業等と連携を強化するととも

に，教育研究成果の活用・普及を推進す

る。 

Ⅲ 

Ⅲ 

(平成 21 年度の実施状況) 

・引き続き，つくば市から受託研究費を受入れ，つくば市との連携に

よる「つくば市職員ユニバーサルデザイン体験研修会及び講演会」

を平成 21 年９月と 10 月にそれぞれ実施し，講演会には地域住民等

も参加した。 

・本学の特色と教育研究の成果の活用を図ることを目的に，次の公開

講座を開講した。 

①基礎から学ぶCAD操作－CADによるペーパーカーの製作を通して－

②聾学校での造形教育に関する指導法 

③聴覚に障害をもつ高校生を対象とした「コンピュータ・グラフィ

ックス入門」 

④誰でもわかるホームページ作成とアクセシビリティ入門 

⑤家庭でできる鍼灸・手技療法 

⑥腰下肢痛のリハビリテーション 

⑦医師のための鍼灸実践講座 

・学内の施設・設備を開放し，自己収入の確保に努めた。 

 

 

 

 ウェイト小計   
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

(2) 財務内容の改善 

② 経費の抑制に関する目標 

 

中 

期 

目 

標 

事務・事業・組織等の見直し，外部委託の見直しとその推進，調達コストの削減等を通じ，経費の節減合理化を図る。併せて，教職員のコストに関する意識を高

める。 

 

 
進捗 
状況 

ｳｪｲﾄ 
中期計画 平成 21 年度計画 

中
期

年
度

判断理由（計画の実施状況） 

中
期

年
度

  (平成 20 年度の実施状況概略) 

・教職員への学内諸通知や連絡事項は，電子メール，学内専用ホーム

ページ及び学内グループウェア掲示板を活用し，ペーパーレス化を

更に推進した。 

・役員会，部局長会議，経営戦略会議及び事務局連絡会は，電子会議

とし，会議資料のペーパーレス化を進めた。 

・夏季一斉休業を実施するとともに，室温設定を具体的に示した文書

により全学組織に周知する等，教職員の省エネルギー意識の向上を

図った。 

・電気，上下水道，ガス等光熱水費等について，コスト分析を行い，

省エネルギー対策を講じた。 

・19 事業年度財務分析について，前事業年度と比較対比したセグメン

トごとの資料を学内専用ホームページに掲載し周知を図った。 

 

 【２２】 

○管理的経費の抑制に関する具体

的方策 

① 光熱水料の節減，業務内容の見

直し，外部委託の促進，管理部門

及び教育研究部門におけるペー

パーレス化の推進など，業務の効

率化に努める。 

② 定期的にセグメントごとのコ

スト分析を行うとともに，その結

果を周知徹底して，コスト意識の

改革を図る。 

【２２】 

○管理的経費の抑制に関する検討 

・平成 20 年度決算資料に基づき，セグ

メントごとの各コスト情報について，

引き続き，その情報内容の見直しを進

め，ホームページに掲載して効果的に

周知する。 

・引き続き，ペーパーレス化を推進する。

 

Ⅲ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅲ

(平成 21 年度の実施状況) 

〔ペーパーレス化の推進〕 

・引き続き，役員会，部局長会議等は，電子会議（会議用パソコン）

とし，会議資料のペーパーレス化を進めた。 

〔光熱水料の省エネ対策〕 

・夏季一斉休業（8月12日～14日）を実施した。 

・省エネルギー対策及び地球温暖化対策を図る観点から,「温室効果ガ

ス排出抑制等のための実施計画」を策定した。 

〔経費削減対策〕 

・天久保キャンパス内教室の空調機を重油方式からガス方式に切り替

えたことにより，燃料費の削減を図った。 
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・電気料削減の観点から，平成22年度に電力供給事業者を一般競争に

より決定することとし，平成21年度，第１回仕様策定委員会を開催

した。 

・通話料の削減を図るため，IP回線対応の電話交換機を導入した。 

・コスト削減，業務効率化の観点から，平成22年度に係る業務委託，

保守等について複数年契約の拡大について検討し，契約を行った。 

〔コスト分析〕 

・電気，上下水道，ガス等光熱水費等について，使用量や費用を記録，

グラフ化し，前年度同時期，前年度，過去３年間の平均を比較し，

コスト分析を行った。 

・20 事業年度財務分析について，経営戦略会議，経営協議会等におい

て報告を行うとともに，前事業年度と比較対比したセグメントごと

の資料を学内専用ホームページに掲載し周知を図った。 

 
 ウェイト小計   
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

(2) 財務内容の改善 

③ 資産の運用管理の改善に関する目標 

 

中 

期 

目 

標 

施設の有効活用を促進するための効率的かつ体系的な管理体制を整備する。さらに施設の防災・防犯管理体制の強化，地域への積極的な公開を図る。 

 

 
進捗 
状況 

ｳｪｲﾄ 
中期計画 平成 21 年度計画 

中
期

年
度

判断理由（計画の実施状況） 

中
期

年
度

  (平成 20 年度の実施状況概略) 

・経営協議会において，職員宿舎等の効率的，効果的な運用について

審議し，現入居者の退去を促すこととし，将来的に売却を視野に入

れつつ，更地にすることを決定した。 

・施設の有効活用を図るため，施設環境防災委員会において，教室等

の利用状況について調査を行った。その結果は，共同利用スペース

や大学院設置構想の大学院学生の研究室等に活用することとした。 

 

 【２３】 

○資産の効率的・効果的運用を図る

ための具体的方策  

① 資産の運用については，専門家

等の助言を得ながら，効率的・効

果的な運用を図る。 

② 施設・設備等については，既設

施設の共同利用等による有効活

用を図る。 

 
 

【２３】 

○資産の効率的・効果的運用を図るための

具体的方策 

平成 20 年度に引き続き，効率的，効

果的な運用を進める。 

 

Ⅲ 

Ⅲ 

(平成 21 年度の実施状況) 

・資産の効率的・効果的な運用を図るため，入居率の低い職員宿舎の

現入居者に対して退去依頼を通知し，平成21年11月に開催された経

営協議会において，現入居者が退去した後に売却することを決定し

た。 

・平成20年度に引き続いて，施設環境防災委員会において講義室等の

稼動状況の調査を行うとともに，既設施設の改修を行い，新たな共

同利用スペースを確保するなどの施設の有効活用を図った。 

 

 

 

 ウェイト小計   
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 (2) 財務内容の改善に関する特記事項等 

 

 

１．特記事項 

 

【平成 16～20 事業年度】 

①  各種の GP 等に積極的に申請し，平成 19 年度は「社会人の学び直しニーズ対

応教育推進プログラム」や「新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラ

ム」が，平成 20 年度は「質の高い大学教育推進プログラム」が採択され外部資

金を獲得した。 

② 外部資金の積極的な獲得を行った結果， 平成 20 年度科学研究費補助金の採択

件数は 36 件で，うち新規採択が 14 件（前年度比 5.7％増）であった。奨学寄附

金の受入れは 19 件で，受入金額は 27,773 千円（前年度比 18，976 千円増）で

あった。また，科学研究費補助金，奨学寄附金，一般受託研究及び民間との共

同研究の外部資金の獲得は 116,194 千円で，法人化後 高の獲得となった。 

③ 役員会，部局長会議，経営戦略会議及び事務局連絡会は，電子会議（会議用パ

ソコン）とし，会議資料のペーパーレス化を進めた。 

 

【平成 21 事業年度】 

① 省エネルギー対策及び地球温暖化対策を図る観点から，「温室効果ガス排出抑

制等のための実施計画」を策定した。 

② 平成21年度科学研究費補助金の採択件数は，42件（前年度比16.7％増），94,927

千円（17,736 千円増）であり，採択件数及び金額とも法人化後 高となった。 

 

２．共通事項に係る取組み状況 

 

○ 財務内容の改善・充実が図られているか。 

【平成 16～20 事業年度】 

① 国立大学法人評価委員会の平成 16 年度評価結果を受け，保険科学部附属東

西医学統合医療センターの経営の在り方や機能の充実，効率的な運営を検討す

るため，経営協議会の下に，学外有識者を委員に加えた専門委員会を設置し検

討を行った。 

② 省エネルギーの励行と環境に配慮するため，冷暖房をＡ重油ボイラー方式か

ら GHP 式空調機に変更し，大幅に経費を削減した。 

③ 会議のペーパーレス化を推進するため，会議資料を電子化したことにより，

印刷経費とそれにかかる労力を削減した。 

  

 

④ 教育研究活動の促進を図るため，競争的資金である科学研究費補助金の獲得

状況等に応じた奨励制度を設け，引き続き，研究費を配分した。 

⑤ 非常勤講師宿泊施設の使用料金を改定し，平成 20 年度の収入は 1，033 千円

（前年度比 196 千円（23.4％）増）であった。 

 

【平成 21 事業年度】 

天久保キャンパス内教室の空調機を重油方式からガス方式に切り替え燃料費

の削減，またIP回線対応の電話交換機を導入し通話料の削減を図った。 

 

○ 人件費等の必要額を見通した財政計画の策定や適切な人員管理計画の策定等

を通じて，人件費削減に向けた取り組みが行われているか。 

【平成 16～20 事業年度】 

  平成 17 年度に策定した総人件費改革の実行計画（21 年度までに４％削減）を

踏まえ，平成 20 年度まで毎年度確実な人件費削減を行った。 

 

【平成21事業年度】 

地域手当の上昇率の抑制などにより，当初計画（平成 21 年度４％削減)以上の

人件費を削減（13％）した。 

 

○ 従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。 

平成 19 年度業務実績の評価の課題として，監事による監査結果（監事意見書）

の指摘事項（空室となっている職員宿舎の有効利用）を運営に反映していないこと

から，早急な対応が求められる。 

【平成 16～20 事業年度】 

平成21年１月開催の経営協議会において，職員宿舎等の効率的，効果的な運用

について審議し，現入居者の退去を促すこととし，将来的に売却を視野に入れつ

つ，更地にすることを決定した。 

 

【平成21事業年度】 

資産の効率的・効果的な運用を図るため，入居率の低い職員宿舎の現入居者に

対して退去通知を行うとともに，経営協議会において，現入居者が退去した後に

売却することを決定した。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

(3) 自己点検・評価及び情報提供 

① 評価の充実に関する目標 

 

中 

期 

目 

標 

多様性，透明性のある自己点検・評価システムによる自己点検・評価を行う。また，評価結果を教育研究，組織運営の継続的改善に反映させることにより，大学

の継続的な質的向上の促進，社会への説明責任を果たす。 

 

 
進捗 
状況 

ｳｪｲﾄ 
中期計画 平成 21 年度計画 

中
期

年
度

判断理由（計画の実施状況） 

中
期

年
度

  (平成 20 年度の実施状況概略) 

・大学評価・学位授与機構が定める自己評価の方法を取り入れ，自己

評価書を作成し，ホームページで公表した。 

・大学評価・学位授与機構による認証評価を平成 23 年度に受審する意

向を確認した。 

 

 【２４】 

○自己点検・評価の改善に関する具

体的方策 

教育研究の活性化，組織運営の

効率化に反映させるため，多様

性，透明性のある新たな自己点

検・評価システムの構築及び実施

体制を整備し，大学の継続的な質

的向上を促進し，社会への説明責

任を果たす。 

【２４】 

○自己点検・評価の改善に関する具体的方

策 

・引き続き，自己点検・評価を実施する。

・認証評価に向けて必要な準備を進め

る。 

 

Ⅲ 

Ⅲ 

(平成 21 年度の実施状況) 

・平成 23 年度に受審する認証評価を視野に，引き続き，大学評価・学

位授与機構が定める自己評価の方法を取り入れ，自己評価書を作成

し，ホームページで公表した。 

・筑波技術大学基本データ集を活用し，業務の実績に関する報告書や

自己評価作業の効率化を図った。 

 

 

  (平成 20 年度の実施状況概略) 

・障害者高等教育研究支援センター運営協議会を開催し，学外委員か

らの意見を取り入れ，平成 21 年度事業計画に反映した。 

・「保健科学部附属東西医学統合医療センターの経営の在り方に関す

る専門委員会」の報告書（平成 19 年度）に基づき，同センターの医

療サービスの向上及び経営の効率化を図るため,「同センター経営改

善会議」を設置し，経営改善状況に関する検証を行った。 

 

 【２５】 

○評価結果を大学運営の改善に活

用するための具体的方策 

自己点検･評価及び国立大学法

人評価委員会の評価結果を公表

し，各専門分野の高等教育関係者，

障害団体関係者及び障害教育関係

者等から幅広く意見を求めるとと

もに，外部からの意見を参考に，

大学運営の継続的改善を推進す

る。 

 

【２５】 

○評価結果を大学運営の改善に活用する

ための具体的方策 

国立大学法人評価委員会の評価結果

を公表し，教育関係機関等との意見交換

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅲ

 
 
 
Ⅲ

(平成 21 年度の実施状況) 

・障害者高等教育研究支援センター運営協議会において，学外有識者

に自己点検・評価及び国立大学法人評価委員会の評価を説明し，意

見交換を行った。 

・国立大学法人評価委員会の「中期目標期間に係る業務の実績に関す
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を行い，大学運営の改善を推進する。 

 

る評価結果」を速やかに公表した。 

・「保健科学部附属東西医学統合医療センターの経営の在り方に関す

る専門委員会」の報告書（平成 19 年度）に基づき，医療サービスの

向上及び経営の効率化を図るため，「同センター経営改善会議」で

継続的に検証を行い，平成 22 年３月開催の会議で報告書への対応は

全て完了したことが確認された。 

 
 ウェイト小計   
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

(3) 自己点検・評価及び情報提供 

② 情報公開の推進に関する目標 

 

中 
期 
目 
標 

広報紙，ホームページ，外部の広報媒体等を活用し，教育研究活動，学生生活等の大学情報の積極的な発信に努め，より一層の広報活動の充実を図る。 
 

 

進捗 
状況 

ｳｪｲﾄ 
中期計画 平成 21 年度計画 

中
期

年
度

判断理由（計画の実施状況） 

中
期

年
度

  (平成 20 年度の実施状況概略) 

・次世代学術コンテンツ基盤共同構築事業学術機関リポジトリ構築連

携支援事業平成20-21年度委託事業の採択を受け，附属図書館におい

て「筑波技術大学機関リポジトリ」の試験公開を２月に開始し，「

筑波技術大学テクノレポート」等の論文の公開を行った。 

・筑波技術大学ニュースを４回発行し，全国1,900ヶ所に送付して本学

の教育研究活動を広く紹介するとともに，ホームページ上でも発信

した。また，読者のテーマ興味度を調査するため，読者アンケート

を行い，その結果を集計・分析し，記事編集の参考とした。 

・教員免許状更新講習（予備講習）プログラムに採択され，予備講習

を実施し，聴覚障害に係る教育研究成果の 新情報を提供した。 

 

 【２６】 
○大学情報の積極的な公開・提供及

び広報に関する具体的な方策 
教育研究活動の状況・知的情報

を一元的に把握できるデータベ
ース化を推進し，社会の求めに応
じて適切に提供できる体制の整
備を図る。 

広報紙，ホームページ等の点

検・見直しを行うとともに，外部

の広報媒体を活用し，社会が求め

る情報を迅速に，かつ，積極的に

提供する。 
【２６】 
○大学情報の積極的な公開・提供及び広報

に関する具体的な方策 

ホームページ上で，本学の所有する学

術文献・教育技術資料等を検索するシス

テムを本格稼動させ，情報を公開する。

 

Ⅲ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅲ

(平成 21 年度の実施状況) 

・平成 21 年８月に「筑波技術大学機関リポジトリ」の運用を正式に開

始し「筑波技術大学テクノレポート」及び英文誌に掲載された論文

600 件以上のフルテキストを公開した。 

・手話コミュニケーション力の向上を図るため「大学生活に係わる手

話」に係るコンテンツをホームページ上に設けた。 

・広報室を中心に，次のような広報活動を実施した。 

①障害者ワークフェア 2009(茨城県ひたちなか市総合運動公園

10/30・31)に出展し，本学の概要や教育機器，成果資料について

の説明や展示等を実施した。 

②筑波技術大学ニュースを４回発行し，各回全国約 1,900 ヶ所に加

え，新たに在学生保護者にも送付して，本学の教育研究活動を広

く紹介するとともに，ホームページ上でも発信した。 
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③科学技術週間に保健科学部一般公開を実施し，地域住民に開放し

た。 

④本学主催第10回国際シンポジウム等の実況を動画インターネット

同時配信を試行した。 

⑤学外からの見学は，聴覚・視覚特別支援学校や障害者関係団体等

から42件439名の来訪者があり，本学の教育研究を紹介した。 

 
 ウェイト小計   
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(3) 自己点検・評価及び情報提供に関する特記事項等 

 

 

１．特記事項 

 

【平成 16～20 事業年度】 

① 広報の充実を図るため，広報誌「筑波技術大学ニュース」やパンフレット「障

害者高等教育研究支援センターガイド」を発行した。 

② 大学全体の資料として「筑波技術大学基本データ集」を作成し，過去５年分の

データを取りまとめ基礎資料として自己点検等に活用した。 

 

【平成 21 事業年度】 

筑波技術大学障害者支援学術情報検索システム（機関リポジトリ）をホームペ

ージ上で公開した。 

 

２．共通事項に係る取組み状況 

 

○ 中期計画・年度計画の進捗管理や自己点検・評価の作業の効率化が図られてい

るか。 

【平成 16～20 事業年度】 

大学評価・学位授与機構が定める自己評価の方法を取り入れ，毎年自己評価書

を作成し，ホームページで公表した。 

 

【平成 21 事業年度】 

  筑波技術大学基本データ集を活用し，業務の実績に関する報告書や自己評価

作業の効率化を図った。 

 

○ 情報公開の促進が図られているか。 

【平成 16～20 事業年度】 

① ホームページをリニューアルし，新しい試みとして視覚障害者に音により本

学を紹介するサウンドロゴをホームページで聴取できるようにした。 

また，視覚障害者への配慮としてスクリーンリーダ（読み上げソフト）に対

応できるよう工夫した。 

② シラバスの見直しを実施するとともに，本学のホームページでシラバスを公

開した。 

③ 聴覚及び視覚に障害のある人を対象とした教育研究に関する情報を提供す

る「テクノレポート」に，教員の業績を一覧にした業績リストを掲載し，盲・

 

 

聾学校等に配布した。 

④ 保健科学部大学案内を従来の冊子版に加え，より視覚障害者に配慮するため

動画やナレーションを入れた CD-R 版を作成し，盲学校等に配布した。 

⑤ 広報の一環として，全学紹介ビデオ（DVD）や聴覚・視覚障害者の情報保障

手段である「手話」「指文字」をデザイン化したオリジナルマウスパッドを作

成し，関係機関に配布した。 

⑥ 本学の教育，研究活動を広く社会に公開するため，つくばエキスポセンター

でパネル展示を行った。 

⑦ 広報室を中心に，次のような広報活動を実施した。 

・筑波技術大学ニュースを４回発行し，全国1,900ヶ所に送付して本学の教育

研究活動を広く紹介するとともに，ホームページ上でも発信した。また，読

者のテーマ興味度を調査するため，読者アンケートを行い，その結果を集

計・分析し，記事編集の参考とした。 

・管理棟などに学部・センターの概要を説明したパネルを制作・常設し，見学

者対応に活用した。 

 

【平成 21 事業年度】 

① 障害者ワークフェア 2009(茨城県ひたちなか市総合運動公園 10/30・31)に

出展し，本学の概要や教育機器，成果資料について，説明や展示等を実施した。

② 聴覚及び視覚に障害のある人を対象とした教育研究に関する情報を提供す

る「テクノレポート」を電子化し，ウェブ上で公開したことにより，盲・聾学

校のみならず，広く社会に情報を発信した。 

③ ホームページをリニューアル後，視覚障害者に音により本学を紹介するサウ

ンドロゴを聴取できるようにするとともに，視覚障害者への配慮としてスクリ

ーンリーダ（読み上げソフト）に対応できるよう継続的に工夫するなど，アク

セス環境を充実した。 

 

○ 従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。 

平成 19 年度業務実績の評価の課題として，自己点検・評価のうち組織及び運営

の状況に関する事項については，経営協議会において審議すべき事項であるが，報

告事項として扱われていることから，適切な審議を行うことが求められたことにつ

いて 

管理運営の状況を含めた自己評価書を作成し，平成 20 年９月開催の経営協議

会で審議の上，公表した。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

(4) その他の業務運営に関する重要事項 

① 施設設備の整備・活用等に関する目標 

 

中 

期 

目 

標 

施設設備を全学の共有財産として位置づけた有効活用を目指し，定期的な点検評価を行い，４年制大学化など教育研究組織の転換及び施設の老朽，狭隘等に計画

的かつ効率的に対応できる施設整備を行う。 

 
進捗 
状況 

ｳｪｲﾄ 
中期計画 平成 21 年度計画 

中
期

年
度

判断理由（計画の実施状況） 

中
期

年
度

  (平成 20 年度の実施状況概略) 

・施設整備計画及び補修計画に基づき，次のとおり整備を行った。 

【天久保地区】 

・校舎棟の空調設備の更新 

・プール附属トイレをグランド側からも使用できるよう改修 

・校舎棟１階出入り口両開き扉３カ所を，ユニバーサル化や引き

戸に改修 

【春日地区】 

・障害者の移動の円滑化・ユニバーサル化を取り入れた環境整備

（点字ブロック等の設置） 

・校舎棟の IC カードによる入退室管理システムの導入 

【両キャンパス】 

・学生寄宿舎の建設（平成 21 年１月着工） 

・聴覚・視覚障害者のための附属図書館機能の整備・充実を図る

ため，平成 20 年 12 月に「筑波技術大学附属図書館マスタープ

ラン」を策定した。 

 

 【２７】 

○施設等の整備に関する具体的方

策 

① 施設の老朽化の点検を行い，

補修計画を策定し，計画的な修

繕計画を策定する。 

② 校舎，学生寄宿舎等について，

聴覚・視覚障害者のための教育

研究・生活環境としてのバリア

フリー化，安全性，情報保障に

関する見直しを行い，実情に即

した整備改善計画を策定し，実

行可能なものから整備を行う。 

③ 本学の教育研究上，新たに必

要となる施設設備を計画的に整

備する。 

④  学内情報ネットワークの整

備計画及び管理運営に関する

方策を策定する。 

⑤ ４年制化に伴い，障害の特性

に配慮した整備改善計画のもと

に学生寄宿舎の増築計画を策定

する。 

 

【２７】 

○施設等の整備に関する具体的方策 

・平成 17 年度に策定した補修計画に基

づき，天久保地区の設備改善を行う。

・平成 17 年度に策定した整備改善計画

に基づき，春日地区の設備改善を行

う。 

・平成 18 年度に策定したキャンパス整

備計画に基づき，引き続き，本学の

Ⅲ 
 
 
 
 
 
 

Ⅲ

(平成 21 年度の実施状況) 

・聴覚・視覚障害者に配慮した情報保障環境（字幕提示システム，避

難誘導システム等）の整備を組み入れた学生寄宿舎を竣工するとと

もに，共同利用スペースの確保等のための基幹整備を行った。 

・平成 17 年度に策定した補修計画を見直し，新たな施設設備修繕計画

を策定した。 

・目的積立金等を活用し，発光点字ブロックやスロープ等を設置する

などのバリアフリー化を推進するとともに，附属図書館にセミナー

室・研究個室を設置し，学生の教育・研究環境の改善を図った。 
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教育研究上，新たに必要となる施設

設備の整備を進める。 

・平成 18 年度に策定した計画に基づき，

引き続き，計画事項を実施する。 

・聴覚・視覚障害に配慮した情報保障環

境の整備を組み入れた学生寄宿舎を

竣工する。 

 

 

  (平成 20 年度の実施状況概略) 

稼働率の低い施設についての用途の見直しを実施し，共有スペース

の設置箇所を決めるなど，施設の有効活用に努めた。 

 

 【２８】 

○施設等の有効活用及び維持管理

に関する具体的方策  

① キャンパス内の全ての施設・

設備について，利用状況を点検

評価することにより，有効活用

を図る。 

② 占有的に利用するスペース等

については，受益者負担制度等

の導入など，コスト意識の向上

策を検討する。 

 

【２８】 

○施設等の有効活用及び維持管理に関す

る具体的方策 

稼働率の低い既存施設の用途を見直

し，新たな共用スペースを確保する。

 

Ⅲ 

Ⅲ 

(平成 21 年度の実施状況) 

・施設環境防災委員会において講義室・セミナー室等の稼動状況の調

査を行うとともに，施設の用途を見直し，新たな共同利用スペース

を確保した。 

・施設の有効利用を図るため，「スペースチャージ制」導入について

検討を始めた。 

 

 

 

 ウェイト小計   
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 

(4) その他の業務運営に関する重要事項 

② 安全管理に関する目標 

 

中 

期 

目 

標 

学内における安全管理体制を構築し，安全管理に関する研修の実施，教職員・学生の健康管理，事故防止対策の充実を目指す。また，情報セキュリティ対策や個

人情報保護の充実を図る。 

 

 
進捗 
状況 

ｳｪｲﾄ 
中期計画 平成 21 年度計画 

中
期

年
度

判断理由（計画の実施状況） 

中
期

年
度

  (平成 20 年度の実施状況概略) 

・外部安全衛生コンサルタントによる春日地区学内施設等の巡視を実

施した。 

・情報セキュリティ監査規程等を制定した。 

 

 【２９】 

○労働安全衛生法等を踏まえた安

全管理・事故防止に関する具体的

方策 

① 教職員の健康安全管理，事故

防止のためのマニュアルの作

成，研修の実施などにより，教

職員の意識の啓発等を図る。 

② 情報システムへの不正アクセ

ス等に対応するセキュリティ対

策や個人情報保護の充実に努め

る。 

【２９】 

○労働安全衛生法等を踏まえた安全管

理・事故防止に関する具体的方策 

平成 18 年度に計画を達成済みであ

り，引き続き，計画事項を実施する。 

 

Ⅲ 

Ⅲ 

(平成 21 年度の実施状況) 

・平成 21 年 11 月に，安全で快適な職場環境の実現を図るため，外部

安全衛生コンサルタントによる天久保地区学内施設等の巡視を実施

した。巡視の指摘事項については，安全衛生委員会に改善状況報告

書の提出を求め，早急な改善と教職員の安全衛生意識の向上を図っ

た。 

・セキュリティ監査実施手順等を整備し，監査を実施した。 

・公的研究費等の不正使用を防止する観点から「公的研究費等不正使

用防止マニュアル」を作成し，教職員へ周知を図った。 

 

 

 

【３０】 

○学生等の安全確保等に関する具

体的方策  

聴覚・視覚障害学生に対する，

健康管理，緊急時の情報伝達・避

難体制等に配慮した安全管理，事

故防止マニュアルを作成するとと

もに，定期的に防災訓練を実施す

るなど，学生の安全確保について

周知・徹底を図る。 

    (平成 20 年度の実施状況概略) 
 
 
 
 
 
 
Ⅲ

 

・学生・教職員を含めた防災訓練を実施し，春日地区において学生寄

宿舎避難訓練を実施した。 

・学生の健康保持の観点から，全学生を対象に４種抗体検査(麻疹，風

疹，ムンプス，水痘)を実施した。 

・インフルエンザの流行に対し，保健管理センターからの注意喚起と

して，学生には注意文書の配付・掲示，教職員には学内メール・学

内 Web への掲載，CATV（天久保地区）により周知を図った。また，

全教職員・学生へのマスクの配布及びアルコール消毒液を学内全ト

イレに配置し，拡大防止に努めた。 
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 ・学生，教職員の健康維持増進のための「健康的な食生活に関する調

理実習」及びつくば中央消防署の協力を得て「普通救命講習会」を

両キャンパスで開催した。 

・「危機管理対応マニュアル」を刷新した。 

 
 【３０】 

○学生等の安全確保等に関する具体的方

策 

平成 18 年度に計画を達成済みであ

り，引き続き，計画事項を実施する。 

 
 
 

Ⅲ 

(平成 21 年度の実施状況) 

・聴覚及び視覚に障害を持つ学生の特性に配慮した防災訓練を，つく

ば中央消防署の協力を得て平成 21 年 10 月に実施した。また，春日

地区において学生寄宿舎避難訓練を平成 21 年６月に実施した。 

・建築基準法に基づき天久保・春日地区の建物定期調査を行った。 

・平成 20 年度に作成した「危機管理対応マニュアル」を更に活用する

ため，概略版のリーフレットを作成し，学生，教職員等に配布した。

・視覚障害学生に配慮するため，平成 21 年 12 月から，春日地区中庭

周辺の点字ブロックのある通路を自転車走行禁止ゾーンに設定し

た。 
 

  

 ウェイト小計   
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(4) その他の業務運営に関する特記事項等 

 

 

１．特記事項 

 

【平成 16～20 事業年度】 

① 情報システムへの不正アクセス等に対応するセキュリテイ対策や個人情報保

護のため，筑波技術大学情報システム運用基本方針を作成した。 

② 全国的な麻疹の流行に対し，本学学生が発症した場合の対応策を決定するとと

もに，麻疹に関する注意事項を学内専用ホームページ及び文書で周知した。 

 

【平成 21 事業年度】 

① セキュリティ監査実施手順等を整備し，監査を実施した。 

② 公的研究費等の不正使用を防止する観点から「公的研究費等不正使用防止マニ

ュアル」を作成し，教職員へ配布し周知を図った。 

③ 「危機管理対応マニュアル」を更に活用するため，概略版のリーフレットを作

成し，学生，教職員に配布した。 

④ 平成 17 年度に策定した補修計画を見直し，新たな施設設備修繕計画を策定し

た。 

⑤ 新型インフルエンザの流行に伴う本学の体制や取扱いを決定し，速やかに対応

するとともに，入学試験においては追試験日を設定し対応した。 

 

２．共通事項に係る取組み状況 

 

○ 施設マネジメント等が適切に行われているか。 

【平成 16～20 事業年度】 

① 環境保全対策として,既設の太陽光発電システムに加え,校舎棟に環境に配

慮した GHP 式空調機の導入を図った。 

② 施設環境防災委員会において稼働率の低い施設についての用途の見直しを

行い，共有スペースの設置箇所を決めるなど，施設の有効活用に努めた。 

③ 聴覚・視覚障害者のための附属図書館機能の整備・充実を図るため，「筑波

技術大学附属図書館マスタープラン」を策定した。 

 

【平成 21 事業年度】 

① 聴覚・視覚障害に配慮した情報保障環境（字幕提示システム，避難誘導シス

テム等）の整備を組み入れた学生寄宿舎を竣工するとともに，共同利用スペー

 

 

スの確保等のための基幹整備を行った。 

 

○ 危機管理への対応策が適切にとられているか。 

【平成 16～20 事業年度】 

① 全学的・統合的な危機管理体制については,「筑波技術大学危機管理規則」

を制定し，予想不可能な危機について，柔軟かつ即時に対応できるよう危機管

理対策本部の設置とその権限を明確にした。 

② 研究費の不正使用防止のための体制・ルールとして,「筑波技術大学におけ

る研究活動の不正行為防止等に関する規則」を制定し，不正防止委員会を設置

するとともに，研究不正活動に関する通報等の対応のために通報窓口を設置し

た。 

③ 研究費の不正使用防止のため,「筑波技術大学における公的研究費等の運

営・管理に関する規則」を制定するとともに，適正かつ効率的な研究費の管理・

監査を行うため，筑波技術大学における公的研究費不正防止計画を策定した。

④ 施設環境防災委員会において，予め予想しうる危機に対する対応と危機発生

時の被害拡大防止，早期復旧への体制構築のための危機管理マニュアルを作成

した。 

⑤ 学生の健康保持の観点から，19年度には全学生を対象に４種抗体検査(麻疹，

風疹，ムンプス，水痘)を実施し，20 年度以降からは新入生を対象に実施した。

 

【平成 21 事業年度】 

視覚障害学生に配慮するため，春日地区の点字ブロックのある通路を自転車走

行禁止ゾーンに設定した。 

 

○ 従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。 

平成 17 年度業務実績の評価において課題として指摘された災害，事件・事故，

薬品管理等に関する全学的なマニュアルの策定と危機管理に関しての全学的・統

合的な危機管理体制の確立が指摘されたことについて 

① 聴覚・視覚障害の特性に配慮しながら,共通的なものを統合し,全学的マニュ

アルを作成した。 

 ② 「危機管理対応マニュアル」を更に活用するため，概略版のリーフレットを

作成し，学生，教職員に配布した。 

 



筑波技術大学 

３７ 

 

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 

(1) 教育に関する目標 

① 教育の成果に関する目標 

 

中 

期 

目 

標 

聴覚・視覚障害を補償した教育を通じて，幅広く深い教養，高い公共性・倫理性及び総合的な判断力，生涯にわたって学習するための基本的素養を身につけさせ

るとともに，技術の高度化，専門化に柔軟に対応できる専門的知識・技術とその応用能力を育成し，各専門の分野において社会に参画・貢献できる専門職業人を養

成する。 

 

 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況 

【３１】 

○各年度の学生収容定員は別表の

とおりとする。 

 

【３１】 

○平成 21 年度の学生収容定員は別表のと

おりとする。 

 

【３２】 

○教養教育の成果に関する具体的

目標の設定 

幅広く深い教養及び総合的な判

断力，生涯にわたって学習し，社

会人として活躍しうる基本的素養

を身に付けさせる。 

また障害関係科目により障害の

理解・克服を促すとともに，障害

補償演習や言語・情報関係教育を

通じて，情報化，国際化の進展に

対応できるコミュニケーション・

スキルを高める。 

 

【３２】 

○教養教育の成果に関する具体的な目標

の設定 

平成 20 年度に引き続き，大学設置後

３年間の教育課程実施結果の検討を踏

まえて，「教育課程実施検討ＷＧ」にお

いて，平成 22 年度(設置年度終了後)の

カリキュラム改訂に向けて，必要な準備

を進める。 

【３３】 

○専門教育の成果に関する具体的

な目標の設定 

各専門分野の技術の高度化，専門

化に柔軟に対応できる専門的知

識・技術とその応用能力を育成す

るとともに，社会に積極的に参

画・貢献できる専門職業人を養成

する。 

【３３】 

○専門教育の成果に関する具体的な目標

の設定 

平成 20 年度に引き続き，専門職業人

としての実力を養成するために，「教育

課程実施検討ＷＧ」において，大学設置

後３年間に実施した専門基礎教育，専門

教育のカリキュラム，授業内容等に関す

る検討と結果の整理・分析を行い，平成

 

【教養教育】 

平成 22 年度から実施する新カリキュラムの改訂作業を行った。新カリキュラムでは教

養教育の在り方を検討し教養科目，専門科目が学年によって機械的に割り振られること

がないように総合的に見直しを行った。 

 

【専門教育】 

専門職業人としての実力を養成するために，専門基礎教育，専門教育のカリキュラム，

授業内容等に関する検討と結果の整理・分析を行い，類似科目の統合や新たな科目の開

設など平成 22 年度のカリキュラム改訂を行った。 

 

【卒業後の進路等】 

・平成 21 年度卒業予定者を対象に就職ガイダンスを実施し，新卒障害者の求人や障害者

対象面接会等に関する情報の提供，採用試験におけるコミュニケーションの方法等に

ついて説明した。 

・平成 22 年度卒業予定者のうち就職を希望している学生を対象に就職模擬試験(SPI 模

試)を実施した。 

・退職教員の協力を得て，卒業生の職場適応に関する支援を行うための「就職支援員」

制度を設けた。 

・高等教育機関等を卒業した聴覚障害者の就職，職場適応をテーマとした第４回産学官

連携シンポジウムを実施した。 

・職域開拓を目的とした企業向け説明会を実施し（60 社参加），卒業生の就職先の確保・

開拓に努めた。 

・卒業後の進路状況として，就職率は，産業技術学部が約 97％，保健科学部が約 94％で

あり，情報・システム・デザイン関係及び保健・情報関係の専門職業人・技術者とし

ての就職を確保することができた。また，４名（本学３名，筑波大学１名）が大学院

に進学した。 



筑波技術大学 

３８ 

 22 年度(設置年度終了後)のカリキュラ

ム改訂に向けて，必要な準備を進める。

さらに，平成 22 年度に開設を目指す大

学院と連動するよう，専門教育の科目編

成も検討する。 

 

【３４】 

○卒業後の進路等に関する具体的

目標の設定 

産業技術学部では情報，システ

ム，デザイン関係，保健科学部で

は保健，情報関係の専門職業人・

技術者としての就職を確保するた

め，インターンシップなどを通し

て職業指導の充実を図るととも

に，産業界との連携に努める。ま

た，国家試験など資格試験の合格

率を高い水準に維持する。なお，学

習意欲の高い学生には大学院等へ

の進学も奨励する。 

 

【３４】 

○卒業後の進路等に関する具体的目標の

設定 

・平成 20 年度実施したインターンシッ

プとその発表会の実施結果の検討を踏

まえて，企業と連携しながら必要に応じ

た内容の見直しを行う。 

・就職委員会を中心に職業指導の充実に

努めるとともに，企業訪問などを通し，

新たなインターンシップ実施企業や就

職先を開拓する。また，企業人による

特別講義を実施することなどにより，高

度職業人となるため専門力の養成に努

める。 

・平成 20 年度と同様に就職委員会を中

心に企業向け大学説明会を実施し，情報

交換会等を通して卒業生の就職先の確

保・開拓に努める。 

・鍼灸学専攻と理学療法学専攻における

国家試験合格率を高い水準に維持する

ため，指導プログラムの実施結果の検討

を行うとともに，必要に応じてプログラ

ムの見直しを行う。 

・大学院進学等に関する情報を学生に提

供し，適性，希望に応じて進学を奨励す

る。 

・情報関連も含め資格取得を奨励し，受

験準備のための専門科目の整備を行う。

 

 

【国家試験対策】 

時間延長制度の有効利用，講習会，模擬試験，グループ学習指導の実施や LMS（学習

管理システム）を導入し，国家試験対策を講じた。その結果，保健学科鍼灸学専攻のあ

ん摩マッサージ指圧師；100％，はり師；100％，きゅう師の合格率；100％であり，保健

学科理学療法学専攻の理学療法士の合格率は 71.4％であった。 

 

【教育の成果・効果の検証】 

・教員の質及び授業能力の向上等を目的とし，FD を実施するとともに「学生による授業

評価」「教員相互による授業参観」を実施してその結果を各教員にフィードバックし，

授業改善等に役立てた。また，平成 20 年度の授業評価報告書を学内専用ウェブサイト

上で公表した。 

・平成 20 年度の教員評価については，その結果をホームページ上で公表した。 

・学科・専攻内の教員全員での学期ごとの学生の学習状況や，学習到達度，授業内容に

よる情報交換など，教育成果の検証を行った。また，これらに関する情報交換会を産

業技術学部，保健科学部及び障害者高等教育研究支援センターの教員との間でも継続

開催した。 
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【３５】 

○教育の成果・効果の検証に関する

具体的方策 

教員相互の授業評価や学生によ

る授業評価等の結果を活用し，教

育指導等の改善に努めるため評価

委員会を設け，教育の成果や効果

を検証し，評価の内容を教員と学

生にフィードバックすることによ

り授業の改善や就職・進路指導の

改善を図る。また教育成果の評価

法に関する研究プロジェクトを立

ち上げ，研究成果をまとめる。 

 

【３５】 

○教育の成果・効果の検証に関する具体的

方策 

・平成 20 年度に引き続き，学生による

授業評価及び教員相互の授業参観を実

施するとともに，授業評価及び授業公開

のデータを整理し，結果を担当教員にフ

ィードバックする。また，授業方法の改

善及びデータの活用方法について，外部

講師を招いて講演会を実施する。 

・授業評価の最終結果を「テクノレポー

ト」へ掲載することによって公表する。

また，授業評価を実施することによっ

て，年度経過でどの位の効果があるかの

検証方法についても検討する。 

・教員の教授能力の向上及び授業改善を

目的とするＦＤを全学，学部又は聴覚・

視覚障害系の単位で実施する。 

・評価委員会において制定した教員の個

人評価システムに従って，平成 20 年度

に実施した評価結果を検討し，改善を図

る。 

・学科・専攻内の教員全員で，学期ごと

の学生の学習状況や学習到達度，授業内

容に関する情報交換を行うのみならず，

これらに関する情報交換会を産業技術

学部，保健科学部及び障害者高等教育研

究支援センターの教員との間での開催

を継続する。 
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 

(1) 教育に関する目標 

② 教育内容等に関する目標 

 

中 

期 

目 

標 

筑波技術大学の理念を踏まえ，アドミッション・ポリシーを明確にし，これに応じた学生の受け入れを図る。また，教育目的・目標に則して，教育課程を編成し，

体系的な授業内容を提供し，教育課程や個々の授業の特性に合致した授業形態，学習指導法等を行うとともに，成績評価基準を明確にする。

さらに，聴覚・視覚に障害を持つ社会人に再教育の場を提供する。 

 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況 

【３６】 

○アドミッション・ポリシーに応じ

た入学者選抜を実現するための

具体的方策 

アドミッション・ポリシーを策

定し，適切かつ広範な広報活動を

実施し，入学者募集基準や教育内

容の周知を図る。また，入学資格

や受け入れ方針，障害の特性や自

立意欲などの評価法及び基準の検

討を行い，社会人の受け入れを含

めて入学者選抜方法の改善を検討

する。さらに，研究生，科目等履

修生の受け入れの拡大を図る。 

 

【３６】 

○アドミッション・ポリシーに応じた入

学者選抜を実現するための具体的方策 

・特別支援学校（聾学校，盲学校），一

般高校，福祉協議会及びロービジョンク

リニック等へ訪問並びに各機関への説

明会を継続するとともに，実施結果の検

討を行い，より効果的な説明会となるよ

うに開催方法等の改善に努める。また，

大学設置後３年間の教育成果に関して

の情報提供を行い，各種機関の理解を図

る。 

・障害児を持つ親の団体や高等学校の進

路担当者，養護教諭等との連絡を密に

し，一般高校で学ぶ聴覚・視覚障害生徒

の状況把握に努め，ＰＲ活動を積極的に

行う。 

・北海道，九州，関西及びつくばで本学

主催の大学説明会の開催の他に，各地で

開催される大学進学ガイダンス等に参

加し，各学部，各学科・専攻の教育内容，

教育成果の理解，周知を図る。また，大

学説明会の在り方や効果についての検

討を大学説明会ＷＧ等で行い，改善を図

る。 

・引き続き，入学試験の成績と入学後の

学業成績に関する追跡調査を実施し，ア

 

【アドミッション・ポリシーに応じた入学者選抜】 

・プレオープンキャンパス，全国での大学説明会，オープンキャンパス，進学ガイダン

ス等を適宜実施し，本学の理念及びアドミッション・ポリシー，学習内容や学習環境

についての説明を行い，受験生の確保に取組んだ。 

・大学説明会の在り方や効果についての検討を行い，模擬授業を実施する等改善を図っ

た。また，障害児を持つ親の団体，養護教諭連絡会及び福祉協会等に情報を提供し，

PR 活動を積極的に行った。 

 

【教育理念等に応じた教育課程の編成】 

・カリキュラム改訂に合わせて，学科・専攻ごとにコース編成や履修モデルの検討を行

い，学生の履修計画作成を支援した。 

・個々の学生の適性や目標に応じた科目の選択性の拡大が図れるよう，コース編成の在

り方，学科編成の在り方を含めて検討を継続した。 

・入学後の学生の多様な学習ニーズに対応するために，両学部に「転学科・転専攻」の

ための規程を制定し，学生の志望変更に柔軟に対応できるようにした。 

 

【授業形態，学習指導法等】 

授業を担当する全教員が週２日のオフィスアワーを設け，個別教育に近いきめ細かな

教育指導を実施しながら，基礎学力不足の学生には補習（英語週３コマ，物理・数学週

２コマ）を実施し，学生の学習意欲の増進を図った。 

 

【適切な授業評価の実施】 

・教員の質及び授業能力の向上，授業改善を目的とした FD を実施するとともに，「学生

による授業評価」「教員相互による授業参観」を実施し，その結果を各教員にフィー

ドバックし，改善等を行った。 

・学科内の教員全員での学期ごとの学生の学習状況や，学習到達度，授業内容による情
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ドミッション・ポリシーに応じた入学者

の選抜方法を検討し，実施する。 

 

【３７】 

○教育理念等に応じた教育課程を

編成するための具体的方策 

教養教育，専門基礎教育，専門教

育を関連させ，一貫性のある教育

課程を編成する。特に，専門教育

については，個々の学生の適性や

目標に応じた学習プログラムに対

応できるように，幾つかの専攻や

コース，履修モデルを作成し，選

択性を高める。また，教育課程に

関する学生の評価や定着状況等を

踏まえて，その改善を図る。

 

【３７】 

○教育理念等に応じた教育課程を編成す

るための具体的方策 

・教養，専門基礎及び専門教育に関する

教育内容を関連させて，有機的な教育が

実施できるように「教育課程実施検討Ｗ

Ｇ」において検討を継続し，検討結果を

整理・分析し，平成 22 年度(設置年度終

了後)のカリキュラム改訂に向けて，必

要な準備を進める。 

・専門教育の基礎となる数学の教育につ

いては,引き続き「数学教育連絡会」に

おいて，専門基礎教育科目，専門教育科

目との内容調整，クラス編成の在り方等

を検討し，必要により補習体制の強化等

の方策を講じる。 

・学科ごとにコース制の在り方，学生に

提示する履修モデル，専門教育科目の授

業内容等について検討を行い，平成 22

年度（設置年度終了後）のカリキュラム

改訂に向けて，必要な準備を進める。ま

た，個々の学生の適性や目標に応じた科

目の選択性の拡大が図れるようコース

編成の在り方，学科編成の在り方を含め

て検討を継続する。 

・入学後の学力，学習意欲，就業意識等，

学生の多様なニーズに対応するため，転

学科，転専攻制度に関する規程を整備す

る。 

 

【３８】 

○授業形態，学習指導法等に関する

具体的方策 

障害に配慮したきめ細かい指導

ができるように，ＴＡ導入などを

含め，能力別や少人数のクラス編

【３８】 

○授業形態，学習指導法等に関する具体的

方策 

・基礎学力が不足している学生に対する

補習，個別指導，履修歴による指定科目

等について，平成 20 年度の実施結果を

報交換会を継続的に実施した。 
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成に必要な実施体制を整える。ま

た，他大学との単位互換，留学の

奨励，インターンシップなどによ

り，本学以外の教育資源の活用を

図る。   

さらに，シラバスの内容を毎年

見直すとともに，それぞれの項目

が授業の内容を適切に表している

かを検討する。 

 

整理し，必要に応じてクラス編成や実施

方法の変更，補習カリキュラムの改訂を

行う。 

・引き続き，携帯電話や学内ＬＡＮ等の

活用により，障害学生が自学自習できる

システムの構築や評価を行い，改良に努

める。 

・実験，実習や講義と演習を関連づけた

授業展開の実施結果に関して検討を行

い，その結果を整理し，必要に応じて，

実施方法や内容等の見直しを行う。 

・シラバスをホームページで公開する。

シラバスの内容が学生に理解されやす

いように形式を変更した結果の評価等

を行い，必要により改良を加える。 

・平成 21 年度から実施となる卒業研究

の指導について，中間発表等の結果に基

づいて実施状況を検討し，指導方法の改

善に努める。 

・非常勤講師が担当している科目の情報

保障の在り方について，実施結果に関す

る検討と整理を行い，必要に応じて実施

方法の工夫と改善を検討する。 

 

【３９】 

○適切な成績評価等の実施に関す

る具体的方策 

すべての授業について明確な成

績評価基準を策定し，学生に公表

する。 

 

【３９】 

○適切な成績評価等の実施に関する具体

的方策 

・平成22年度のシラバス作成の際に，そ

の授業の成績評価基準等を明確に記述

させるとともに，シラバスの内容等につ

いて，部局内，部局間の情報交換会を継

続的に実施する。 

・統一性，一貫性，透明性のある成績評

価を実施する方法について継続検討し，

また，外部講師等を招いて，研究会や講

演会等を実施する。 
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 

(1) 教育に関する目標 

③ 教育の実施体制等に関する目標 

 

中 

期 

目 

標 

教育目的・目標の実現を図るために，授業内容及び方法の改善に必要な教育体制及び教育支援体制を整え，授業担当教員を対象とした組織的な研修の推進を図る。

また，授業評価の結果を教育の質の向上及び改善の取り組みに結びつける。 

 

 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況 

【４０】 

○適切な教職員の配置等に関する

具体的方策 

専門教育系の教員も必要に応じ

て教養教育を担当するなど，教養

教育系と専門教育系の科目の領域

を越えた科目担当を実施する。 

大学の基本的な目標を達成する

ための効果的な教員の配置，役割

分担を検討する。 

 

【４０】 

○適切な教職員の配置等に関する具体的

方策 

・教養教育系と専門教育系の科目の領域

を越えた科目担当を実施した結果も含

め，教育課程の実施結果に関する検討を

行うとともに，その結果を考慮に入れ

て，平成 22 年度（設置年度終了後）の

カリキュラム改訂及び教員配置を「教育

課程実施検討ＷＧ」において検討する。

・教員の個人評価システムによる評価結

果，教育の成果や効果と合わせて検討し

，また，教員の配置状況・選考基準等の

点検を実施し，必要に応じて，教育の質

の向上及び改善策として取りまとめる。

 

【４１】 

○教育に必要な設備，図書館，情報

ネットワーク等の活用・整備の具

体的方策 

聴覚・視覚の障害を補償する設

備を充実するとともに，自由にア

クセスできる情報システムやイン

ターネットを十分に活用できる学

習環境を整える。また，附属図書

館においては，図書全般の充実を

図るとともに，聴覚・視覚障害関

【４１】 

○教育に必要な設備，図書館，情報ネット

ワーク等の活用・整備の具体的方策 

・平成22年度（設置年度終了後）のカリ

キュラム改訂に向けて，必要な準備を進

めるため「既存施設の利用状況調査」を

実施する。その結果に基づき，必要とな

る設備・備品などの把握，卒業研究を含

めた教育施設の確保に努め，教育に必要

な施設などの適正な運用を引き続き推

進する。 

 

【適切な教職員の配置等】 

語学や専門基礎教育科目の内容，クラス編成の在り方等を検討するとともに，学生の

英語，数学，物理の成績不振者へのチューターの配置等，具体的な対策を実施した。 

 

【教育に必要な設備，図書館，情報ネットワーク等の活用・整備】 

・学生全員に電子メールアカウントを発行し，電子メールによるレポート提出，インタ

ーネット教材の授業への導入等,各種メディアを効果的に活用した教育を進めた。また

附属図書館マスタープランによる図書館の施設等の充実を図り，学生の学習環境の整

備を進めた。 

・附属図書館については，共同学習室の整備，端末の増強，デイジー図書の増強などを

行った。 

・既存施設の利用状況等を調査し，設備の見直しを進めた。また，特別教育研究経費（教

育改革）「視覚に障害をもつ医療系学生のための教育高度化改善事業」により，スキ

ルスラボの構築，臨床実習における電子カルテを利用した症例学習環境の整備，ICT

化教育環境の整備及び多用途筋機能評価運動装置，姿勢動揺計等各種評価実習機器の

導入，職域開拓データベースの開発，多数の医療系教育 DVD ソフトの導入等を実施し，

情報補償を考慮した効率的かつ近代的な学習環境の整備を行った。 

 

【教育活動等の評価及び評価結果】 

教育の質の向上及び改善の取組みとして，学生による授業評価を筑波技術大学テクノ

レポートへの公表を継続して実施するとともに，学内専用ウェブサイト上にも公開し，

教育効果の検証，各教科の授業改善が図れるよう，結果を各教員にフィードバックして

授業改善に役立てた。また，この評価結果を基に，学部長等が各教員との個別面談を実

施し，賞与や特別昇給等に反映させた。 
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係の図書や教養教育のための図書

の充実に努める。 

 

・聴覚障害系の教育の領域においては，

教室，実習室等に設置された視覚情報提

示システムが有効に活用されるようハ

ード，ソフトの改良を行い，情報が学生

に確実に伝わるよう視覚教材の充実を

図る。 

・視覚障害系の教育の領域においては，

学習環境の整備のため，引き続き，附属

図書館や教室に設置してあるコンピュ

ータの個別設定と障害補償システムの

効果的な利用方策について重点的に点

検し，必要に応じて改良を行う。 

・引き続き，全学的に電子メールによる

レポート提出，インターネット教材の授

業への導入，電子掲示板を利用した授業

の展開等，各種メディアを効果的に活用

した教育を進める。 

・附属図書館については，平成 20年度に

作成したマスタープランに従い，グルー

プ学習室，コンピュータ端末等の整備を

推進し，学習環境の整備を図る。また，

聴覚障害系図書館では，聴覚障害関係や

教養教育のための図書，映像資料の充

実，ＤＶＤ化，高画質化を推進する。視

覚障害系図書館においては，授業関連図

書等の点訳・音訳を促進し，充実を図る。

・新学生寄宿舎の建設に伴いシステム拡

充を進めている学内教育情報及び生活

情報支援システムに関しては，これらの

システムを継続的に安定して運用し，適

正なサービスを学生に提供するために，

学内の連絡や保守管理体制の整備を更

に進める。 

 

 

【教材，学習指導法等に関する研究開発及び FD】 

・集団指導室にマルチメディアボードを設置し，学生や教職員を対象とした手話指導並

びに聴覚障害学生に対する授業において多様な視覚教材を効果的に提示できるように

した。 

・新任教員を対象とした授業研修を実施し，聴覚障害学生を対象とした授業におけるコ

ミュニケーション技術及び教授法について，手話実技を交えた指導を行った。聴覚障

害学生のコミュニケーション特性，授業におけるコミュニケーション上の配慮，授業

で頻出する手話表現，聴覚障害学生の言語特性に即した授業展開など，本学における

授業に有用な実践的実技指導を行った。 

・聴覚障害学生を対象とした授業における情報保障方法として，ルビ付きリアルタイム

音声文字変換システム及び音声認識技術を活用した音声文字変換システムを開発，改

良し，非常勤講師が担当する教養教育系科目等を中心に授業支援を行った。 

・幅広い教養科目導入の可能性を検討するため，既存の授業時間を活用して外部講師に

よる出前授業を行った。また，授業ではマルチメディア教科書が使用され，デイジー，

電子ブック(T-Time)，点字，墨字，拡大文字，CATV などを学生各自の障害程度に合わ

せて併用した。 

・聴覚及び視覚に障害のある学生への支援及びそれに関連する諸課題に的確に対応する

ため，平成 22 年３月に宮城教育大学と教育研究交流の連携協力に関する協定を締結し

た。 

 

【全国共同教育・学内共同教育等】 

本学以外の機関における教育として，企業におけるインターンシップを実施するとと

もに，放送大学の科目を単位互換科目として開講した。また，テレビ会議システムを用

いて日本福祉大学や韓国の交流協定大学との間での遠隔授業を実施した。 

 

【学部等の教育実施体制等】 

・平成22年度の大学院の設置が認められ，大学院技術科学研究科準備委員会を設置し，

教育実施体制の強化に努めた。 

・平成 23 年度の教職課程の設置に向け，カリキュラム開発と人事のための準備作業を，

教職課程設置準備 WG で行った。 

・教員の個人評価システムに従って，教育の成果や効果を検証し，評価結果を産業技術

学部，保健科学部及び障害者高等教育研究支援センターの各教員にフィードバックし

た。 
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【４２】 

○教育活動の評価及び評価結果を

質の改善につなげるための具体

的方策 

評価委員会による評価結果を予

算配分，昇格人事等に活用する。 
 

【４２】 

○教育活動の評価及び評価結果を質の改

善につなげるための具体的方策 

平成 20 年度に策定した教員の個人評

価システムによって実施した教員の個

人評価結果を給与に反映するとともに，

評価結果に疑問のある教員については，

部局長等との面談を行い，教育活動の質

の改善を図る。 

 

【４３】 

○教材，学習指導法等に関する研究

開発及びＦＤに関する具体的方策 

障害を補償した効果的な指導

方法の改善・開発をさらに推進す

るとともに，教材，学習指導法，

障害の理解，コミュニケーショ

ン・情報保障のスキル（手話，点

字，保障機器使用等）等に関する

全学的なFDを定期的に実施する。

また，新任教員に対して，障害の

理解や効果的な指導法に関する研

修を実施する。

【４３】 

○教材，学習指導法等に関する研究開発及

び FD に関する具体的方策 

・最新の情報技術及びメディア関連技術

を応用した教育機器・教材の活用方法の

開発や障害補償システムの開発等を積

極的に進め，その成果を授業等で取り上

げる。 

・各障害の特性に配慮した授業展開の進

め方や手話実技，点字教材等についての

ＦＤも併せて実施する。 

・点字実技研修及び新任教員を対象とし

た視覚障害者用教材に関するオリエン

テーション・点字基礎講習，教職員を対

象として手話実技研修を発展させたコ

ミュニケーション研修を実施する。 

 

【４４】 

○全国共同教育，学内共同教育等に

関する具体的方策 

インターンシップ，放送大学や

他大学との単位互換，学外（海外

を含む）とのリアルタイムの双方

向学習を推進する。 
 

【４４】 

○全国共同教育，学内共同教育等に関する

具体的方策 

・インターンシップについては，平成

20 年度実施結果を検討し，その結果の

整理を行い，必要に応じて，実施方法や

内容等の改善を行うとともに，実習プロ

グラムの一層の充実を図る。引き続き，

新たな受け入れ先の開拓に努める。 

・放送大学の単位互換科目については，

実施結果に関して検討し，その結果の整

理を行い，必要に応じて，実施方法や科
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目の変更を行う。 

・インターネットやテレビ会議システム

を利用した授業の導入等により，他大学

やアジアの国際交流締締大学との間の

共同授業や討論会を模索する。 

・他機関の専門家と共同で重複障害に関

する支援の検討を行うとともに，事例が

あれば，支援を実施する。 

 

【４５】 

○学部等の教育実施体制等に関す

る特記事項 
聴覚・視覚障害者の学習能力を

伸長させるため，両障害者の特性

に配慮した高等教育プログラム及

びコミュニケーション教育プログ

ラムの開発研究を進め，障害に適

合した教材・教具・資料等の作成

や収集，データベース化などにつ

いて，全国の聴覚・視覚障害学生

が学ぶ大学等の高等教育機関への

普及・支援の充実に努める。 
 

【４５】 

○学部等の教育実施体制等に関する特記

事項 
・平成 22 年度の大学院，平成 23 年度の

教職課程の設置を目指すとともに，保健

科学部においては理療科教員養成課程

の設置，産業技術学部においては学科再

編成の準備を進める。 

・教員の個人評価システムに従って，教

育の成果や効果を検証し，評価結果を産

業技術学部，保健科学部及び障害者高等

教育研究支援センターの各教員にフィ

ードバックするとともに，教育実施体制

の見直し等に活用する。  

 

 

 

 



筑波技術大学 

４７ 

 

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 

(1) 教育に関する目標 

④ 学生への支援に関する目標 

 

中 

期 

目 

標 

学習・生活に関する相談・助言の体制を整え，障害に係わるニーズに配慮しながら，学生への支援を効果的に行う。 

 

 

 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況 

【４６】 

○学生相談・助言・支援の組織的対

応に関する具体的方策 

個々の学生の障害の状態や能力

を的確に把握するとともに，各授

業担当教員が学生からの意見や要

望に対応するためオフィスアワー

を設けるなど，学習・生活支援を

進めるための体制を整える。 

 

【４６】 

○学生相談・助言・支援の組織的対応に関

する具体的方策 

・個々の学生の状況を的確に把握するた

め，クラス担当教員が定期的に学生と面

談する機会を確保するとともに，オフィ

スアワー等をより一層充実させる。 

・クラス担当教員連絡会を開催し，学年

単位での情報交換，さらには各学科等の

みならず，産業技術学部，保健科学部と

障害者高等教育研究支援センターとの

間で学生の状況に関する情報交換を行

い，学生指導の共同化を継続する。 

・保健管理センターを中心として，怪我

や病気の予防に努めるとともに，クラス

担当教員と連携を図り，相談支援に対応

する。また，人権に関する相談窓口を通

して学生からの相談に効果的に応える。

・障害者高等教育研究支援センター障害

者支援部門（聴覚障害系）において，聴

覚障害学生を対象とした発音発語指導，

日本語指導などのコミュニケーション

に関する指導を計画的に実施する。 

 

 

 

 

 

【学生相談・助言・支援の組織的対応及び就職支援等】 

・個々の学生の状況を的確に把握するため，クラス担任教員，チューター，アドバイザ

ーなどが定期的に学生と面談を行った。また，クラス担任教員の連絡会を開催して情

報交換を行い，全学的な情報共有を図った。 

・発音指導を希望した学生に対して，構音やスピーチの流暢性に関する対面指導を行っ

た。また，就労に関する面接や職場実習等に際してコミュニケーションの学習を希望

してきた学生に対して，個別指導を実施した。 

・就職ガイダンスを実施し，新卒障害者の求人や障害者対象面接会等に関する情報の提

供，採用試験におけるコミュニケーションの方法等について説明した。 

・退職教員の協力を得て，卒業生の職場適応に関する支援を行うための「就職支援員」

制度を設けた。 

・高等教育機関等を卒業した聴覚障害者の就職，職場適応をテーマとした第４回産学官

連携シンポジウムを実施した。 

・大学院への進学を目指す学生に対して，積極的に支援を行い，本学大学院に４名，他

の国立大学大学院に１名進学した。 

・保健管理センターを中心として，怪我や病気の予防に努めるとともに，クラス担当教

員と連携を図り，相談支援に対応した。 

 

【経済的支援】 

経済的支援に関連して，経済的に困窮している者，学業の優秀な者に対する授業料免

除等の見直しに関する取扱要項について，平成 22 年度実施に向け改定を行った。また，

各種奨学金に関する情報収集に努め，学生に提供した。 

 

【社会人・留学生に対する配慮】 

・「社会人学び直しプログラム」による受け入れを継続して実施し，聴覚障害の社会人
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【４７】 

○就職支援等に関する具体的方策 

新たな就職先の開拓，進路・就

職に関する講演会等の充実，学生

のコミュニケーション特性に応じ

た面接指導，就職後のフォローア

ップ等を推進する。 

 

【４７】 

○就職支援等に関する具体的方策 

・平成 21 年度の第１期生の卒業に当た

り，卒業生の就職先を確保するため，特

に短期大学時代に関係の深かった企業

への説明を十分行うとともに，新たな就

職先の開拓を行い，就職希望の卒業生に

ついて良好な就職先を確保する。 

・引き続き，就職委員会が中心となって，

企業訪問，企業向け大学説明会，就職フ

ォーラムへの参加等を通して，就職情報

を収集し，学生に提供するとともに，新

たな就職先の開拓に努める。 

・他大学や平成 22 年度設置で準備を進

めている本学の大学院への進学を目指

す学生の支援を積極的に行う。 

・就職講演会，就職ガイダンス，ハロー

ワーク見学，就職模擬試験の充実，コミ

ュニケーション個別指導，面接準備指導

等を通じて学生の就職活動を支援でき

る体制を整えるとともに，学生の就職活

動を支援し，職場適応能力を高める。 

・引き続き，就職後の職場訪問やインタ

ーネットを介した相談活動など，就職後

の支援や「社会人学び直しプログラム」

等によりフォローアップ体制を整える。

 

【４８】 

○経済的支援に関する具体的方策 

学費猶予，免除制度を活用する

とともに，種々の奨学金等に関す

る情報の収集に努め，学生に提供

する。 

 

【４８】 

○経済的支援に関する具体的方策 

・現行の成績優秀者に対する授業料免除

を含め授業料免除制度の改訂を行い，学

生の経済的支援の充実を図る。 

・各種奨学金に関する情報を収集し，学

生に提供するとともに，障害基礎年金の

受給手続きや補装具等の給付申請手続

き等についても広く相談支援に努める。

 

 

 

の学び直しを支援した。また，基本情報技術者の資格取得を目指した出張講座や就労

に関する講演会を，本学卒業生を中心とした聴覚障害の社会人を対象に実施した。 

・卒業生に対する出張講座の開設に向けて，新たな講座の在り方の検討を行った。 

・「留学生語学センター設立予備調査 WG」を設置し，国内外の障害留学生に関する調査，

文献収集等を行い，報告書を作成した。 
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【４９】 

○社会人・留学生に対する配慮 

社会人や留学生の受け入れを積

極的に進め，その学習・生活を支

援する活動を充実させる。 

 

【４９】 

○社会人・留学生に対する配慮 

・社会人入試や「社会人学び直しプログ

ラム」の実施を通して，社会人を積極的

に受け入れ，その修学を支援する。 

・本学ホームページ等の内容について，

英語版の充実を進め，社会人や留学生志

願者に対して便宜を図る。 

・４年制大学の卒業生に対する出張講座

の開設に向けて，新たな講座の在り方の

検討を行う。 
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 

(2) 研究に関する目標 

① 研究水準及び研究の成果等に関する目標 

 

中 

期 

目 

標 

筑波技術大学の特色である障害者高等教育に関する研究を国際的水準で展開し，その研究成果を他の教育機関等に積極的に公開するとともに，障害者の福祉向上

や高齢者の生活支援のために活用する。 

 

 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況 

【５０】 

○目指すべき研究の方向性 

聴覚・視覚障害者を対象とする

高等教育機関として，障害者に対

する高等教育の内容・方法等に関

する研究及び学習・生活支援シス

テムの研究を推進する。 

 

【５０】 

○目指すべき研究の方向性 

総合的情報保障システムとしての遠

隔地手話通訳システム，遠隔地リアルタ

イム字幕情報システムなどの増強，コミ

ュニケーション能力開発に関する学外

支援システム，学内教育情報及び生活情

報支援システムの拡充，高等教育のため

の学内外視覚障害者アクセシビリティ

向上支援事業，聴覚障害学生支援のため

の拠点形成事業に取り組む。 

 

【５１】 

◯大学として重点的に取り組む領

域 

産業技術及び保健科学に係る研

究を進めるとともに，聴覚･視覚障

害者に対する教育方法，支援方法，

教育機器，教材，障害補償システ

ム，教育支援システムについて研

究開発を推進する。さらに，西洋

医学と漢方，鍼灸を含む東洋医学

を統合した国際的なレベルの研究

を推進する。 

 

【５１】 

◯大学として重点的に取り組む領域 

・大学院設置に向けて産業技術学及び保

健科学に係る研究を推進するとともに，

聴覚・視覚障害者を対象とする具体的な

教育方法，教育機器・教材の開発，障害

補償システム，高等教育支援システム，

遠隔地障害者支援システム，ネットワー

ク活用システムなどの研究開発を一層

進める。 

・「東西統合医学研究」のプロジェクト

事業のより一層の組織的推進を図る。 

 

 

 

【目指すべき研究の方向性】 

総合的情報保障システムとして，他大学の講義，並びに学内の新任教員や非常勤講師

の担当授業などに遠隔地手話通訳システム・遠隔地リアルタイム字幕情報システムを活

用した情報保障を行い，実践的な実績を積むとともに，音声認識技術を活用した次世代

のシステム開発を実施した。また，専門性の高い講義への対応や学外支援手段としてイ

ンターネット対応システムの研究開発を昨年度に引き続き実施した。 

 

【大学として重点的に取り組む領域】 

・聴覚・視覚障害者を対象とする具体的な教育方法，教育機器・教材の開発，障害補償

システム，高等教育支援システム，遠隔地障害者支援システム，ネットワーク活用シ

ステムなど大学が重点的に取り組む内容については，現代 GP のテーマとして進めた。

・東西統合医学研究としては，東洋医学の統合的治療に関するユニークな研究を複数テ

ーマ進めており，組織的推進を図った。 

 

【成果の社会への還元】 

・PC 要約筆記入力で，学年別に対応した漢字のみに自動でルビを付加した文字を表示用

の PC 要約筆記にリアルタイムで字幕として提示するシステムを開発し，非常勤講師に

よる講義及びつくば市立竹園東小学校 2 学期始業式において使用した。 

・Windows Mobile の OS を搭載したスマートフォンの画面に，リアルタイムで，かな漢

字混じり文と学年別に対応した漢字のみにルビを付加して提示するシステムの試作版

を開発した。その後，文字とともに話者等の映像も同時に表示できる学内用のシステ

ムの外に学外専用の運用版システムを増設した。 

・携帯端末を活用した他の取組みとして，本学が中心となり，ソフトバンクモバイル株

式会社，群馬大学，東京大学，そして情報保障を受け持つ 2 団体の 6 者で『モバイル

型遠隔情報保障システム』に関する実証実験を開始した。 
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【５２】 

○成果の社会への還元に関する具

体的方策 

聴覚・視覚障害者のための教育

に関する研究成果については，障

害者高等教育研究支援センター等

の整備･充実を図ることにより，関

係教育機関に還元する。また，障

害者の福祉向上や高齢者の生活支

援に結びつく研究成果について

は，関係企業と連携して，積極的

に実用化を目指す。 

 

【５２】 

○成果の社会への還元に関する具体的方

策 

・聴覚・視覚障害者の教育研究に関する

研究成果は，両学部のほか障害者高等教

育研究支援センターを通して他大学等

に提供する他，障害者の福祉向上や高齢

者の生活支援に結びつく研究成果につ

いては，関連学会，公開講座，研修会等

を介して情報提供することにより，社会

に還元する。 

・地域社会に根ざした生活・安心支援に

結びつく公的共同研究成果を関係機関

に還元する。 

・障害者高等教育研究支援センターにお

いて「高等教育のための学内外視覚障害

者アクセシビリティ向上の支援事業」を

継続実施する。 

・附属図書館の「機関リポジトリ」の本

格実施を開始し，本学教員等の研究成果

の蓄積・公開により研究者のみならず，

広く社会に還元する。 

 

【５３】 

○研究の水準・成果の検証に関する

具体的方策  

評価委員会において，他大学や

世界の研究業績を調査し，各教員

及び研究チームの研究水準の目標

設定を検討する。また，全教員の

研究活動及び成果をまとめ，情報

発信に努める。 

 

【５３】 

○研究の水準・成果の検証に関する具体的

方策 

・引き続き，他大学や海外の障害教育・

福祉等に関する研究業績の調査を実施

する。 

・本学や国際交流締結大学等で開催され

る国際シンポジウム等を通して，海外の

障害者教育研究業績の検証を行う。 

・学習資料等の作成（字幕入りビデオの作成）として，図書館用 11 本（825 分），学部

等教員依頼５本（114 分）の計 16 本（939 分）のビデオ教材に字幕を挿入し，図書館

用の 11 本はビデオライブラリーに配架した。 

・公開講座「家庭でできる鍼灸・手技療法」「医師のための鍼灸実践講座」「腰下肢痛

とリハビリテーション」「誰でもわかるホームページ，ブログ作成とアクセシビリテ

ィ入門」等７講座を開講した。 

・昨年度に刊行したマルチモーダル図書『天文学入門』や『韓国語点字入門』を，全国

の盲学校（視覚障害系特別支援学校）や点字図書館，大学，天文施設，公共図書館，

視覚障害者個人等に無償提供するなど「高等教育のための学内外視覚障害者アクセシ

ビリティ向上の支援事業」を継続的に実施した。 

・大学生活の指導などで必要となる手話単語を共有する基盤を本学に整備し，教職員・

学生の手話単語力の増強を図ることで，手話コミュニケーション力の全体的な底上げ

を狙うことを目的として，平成 21 年度筑波技術大学教育研究等高度化推進事業（大学

生活の指導に係る手話単語の確定研究）を推進し「大学生活に係わる手話」に係るコ

ンテンツをホームページ上に設けた。 

 

【研究の水準・成果の検証】 

・諸外国における聴覚障害学生支援体制調査として，米国の手話通訳者養成課程におけ

るカリキュラムに関する調査を行うとともに，昨年度実施した医学系聴覚障害学生へ

の支援に関する視察について報告書を作成し，関係機関を対象とした報告会を行った。

・韓国，タイから講師を招き，国際シンポジウムを開催し，海外の障害者雇用に関する

検証を行った。 
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 

(2) 研究に関する目標 

② 研究実施体制等の整備に関する目標 

 

中 

期 

目 

標 

筑波技術大学の特色を踏まえた重点研究プロジェクトを設定し，人材，資金，施設などを重点配分する。 

また，評価委員会による評価結果を研究費の配分や人事制度に反映させる。 

 

 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況 

【５４】 

○適切な研究者等の配置に関する

具体的方策 

大学としての重点研究プロジェ

クトを設定し，併任，研究員委嘱

等により，学部・センター・学科・

系を越えた研究ユニットを編成し

て研究を推進する。 

 

【５４】 

○適切な研究者等の配置に関する具体的

方策 

教育研究等高度化推進事業対象の教

育研究等改革・改善事業や重点的に取り

組む領域について，全学及び学部・学科

を越えた研究プロジェクトを更に推進

する。 

 

【５５】 

○研究資金の配分システムに関す

る具体的方策 

大学の特色を踏まえた重点研究

プロジェクトに研究資金を重点的

に配分する。 

 

【５５】 

○研究資金の配分システムに関する具体

的方策 

・教育研究基盤経費のうち，一定比率を

競争的経費として措置し，本学の特色を

踏まえた重点的研究プロジェクトへの

研究資金の配分を優先的に行うことを

継続する。 

・産業技術学部長，保健科学部長及び障

害者高等教育研究支援センター長の各

裁量経費の中から，各部局における重点

研究，若手研究者の育成を考慮した配分

を継続実施する。 

 

【５６】 

○研究に必要な設備等の活用・整備

に関する具体的方策 

研究室，実習室等の設備・利用

【５６】 

○研究に必要な設備等の活用・整備に関す

る具体的方策 

・平成20年度実施の「既存施設の利用状

 

【研究資金の配分システム】 

教育研究等高度化推進事業対象の教育研究等改革・改善事業や重点的に取り組む領域

について，全学及び学部・学科を越えた研究プロジェクトを推進し，教育研究基盤経費

のうち約 20%(30,000 千円)を競争的教育研究経費として確保し，プロジェクト事業とし

て 27 件採択し，資金を配分した。 

 

【研究資金の優先的配分】 

・教育研究基盤経費のうち，一定比率を競争的経費として措置し，本学の特色を踏まえ

た重点的研究プロジェクトへの研究資金の配分を優先的に行うことを継続的に実施し

た。 

・産業技術学部長，保健科学部長及び障害者高等教育研究支援センター長の各裁量経費

の中から各部局における重点研究，若手研究者の育成を考慮した配分を継続的に実施

した。産業技術学部に４題，保健科学部に13題，障害者高等教育研究支援センターに

４題採択し，資金を配分した。 

 

【研究に必要な設備等の活用・整備】 

・平成 20 年度に引き続いて，講義室等の稼動状況の調査を行うとともに，既設施設の改

修を行い，新たな共同利用スペースを確保するなど，施設の有効活用を図った。 

・平成 22 年度に設置する大学院については，研究室，実験室の整備を行い，大学院生

の受入れ体制を整えた。 

 

【知的財産の創出，取得，管理及び活用】 

 障害者支援機器などの研究成果について，“リアルタイム字幕提示装置及び方法”（整

理番号：T1037VP01）に関する特許出願審査請求を行った。 
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状況をチェックし，研究スペース

の配分の適正化を図り，重点研究

プロジェクトのための研究施設を

確保する。設備・備品のリスト，

利用状況等を学内に公表し，これ

らの適正な運用を図る。 

 

況調査結果」に基づき，設備・備品の適

正な運用，重点研究プロジェクトの研究

施設の確保に努め，教育，研究に必要な

施設などの適正な使用を引き続き推進

する。 

・平成22年度設置を目指している大学院

の教育研究に必要な施設や設備の確保

のため，更に現施設の有効利用を図る検

討を行う。 

 

【５７】 

○知的財産の創出，取得，管理及び

活用に関する具体的方策 

教員の取得した特許，開発した

システム等については，産業界と

協力して実用化を目指す。特に障

害者支援機器等に関して特許取得

を目指す。 

 

【５７】 

○知的財産の創出，取得，管理及び活用に

関する具体的方策 

・引き続き，障害者支援機器などの研究

成果について，特許取得や新システム

実用化支援を実施するとともに，産業

界との連携強化に努める。 

【５８】 

○研究活動の評価及び評価結果を

質の向上につなげるための具体

的方策 

評価委員会の評価結果をもとに

研究内容・方針・体制の見直しを

行うとともに，評価結果を研究費

配分，昇格人事等に活用する。 

 

【５８】 

○研究活動の評価及び評価結果を質の向

上につなげるための具体的方策 

・平成20年度に策定した教員の個人評価

システムによって実施した教員の個人

評価結果を給与に反映するとともに，評

価結果に疑問のある教員については，部

局長等との面談を行い，研究活動の質の

改善を図る。 

・障害者高等教育研究支援センターの学

外委員を含めた運営協議会において，障

害者支援研究部の事業・研究計画や今後

の在り方について検討を進める。 

 

【５９】 

○全国共同研究，学内共同研究等に

関する具体的方策 

障害者教育及び支援に関する国

際的・全国的な研究会を開催し，

共同研究を進めるとともに，客員

【５９】 

○全国共同研究，学内共同研究等に関する

具体的方策 

・インターンシップについては，平成

20 年度実施した結果及び発表会の結果

を踏まえて，企業との連携のもと，卒

 

【研究活動の評価及び評価結果】 

・教員の個人評価を本格実施した。この評価結果を基に，学部長等が各教員との個別面

談を実施し，賞与や特別昇給等に反映させた。 

・障害者高等教育研究支援センター運営協議会を開催し，今後の支援センター支援研究

部の在り方について，運営協議会委員と支援センター教員との間で意見交換し，業務

及び研究の方向性に関する検討を行った。 

 

【全国共同研究，学内共同研究等】 

・障害者高等教育研究支援センターが全国共同利用型の拠点となることを企図して，日

本学生支援機構の後援を得て，視覚系，聴覚系合同の「第３回全国障害学生支援コー

ディネーター研修会」を開催するとともに，第５回日本聴覚障害学生高等教育支援シ

ンポジウム，第４回視覚障害学生支援ワークショップを開催した。 

・教育関係共同利用拠点制度が創設されたことに伴い，障害者高等教育支援の観点から，

教育関係共同利用拠点として，文部科学大臣に申請し，認定を受けた。 

 

【研究実施体制等】 

・聴覚障害学生支援のための拠点形成事業として日本聴覚障害学生高等教育支援ネット

ワーク（PEPNet-Japan）を運営し，聴覚障害学生支援を実施している他大学機関との

連携のもと，シンポジウム・ワークショップの開催，聴覚障害学生支援コンテンツの

作成，諸外国における聴覚障害学生支援体制調査，高度専門分野における手話通訳者

の養成・支援サービス提供に向けた試行的取組み及び個別支援・相談の事業を実施し

た。 

・聴覚及び視覚に障害のある学生への支援及びそれに関連する諸課題に的確に対応する

ため，平成 22 年３月に宮城教育大学と教育研究交流の連携協力に関する協定を締結

した。 
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研究員制度等を活用し，研究者を

招聘する。 

 

業後に活かせる実施プログラムの策定

を検討し，改善を図る。 

・放送大学の単位互換科目については，

平成 20 年度の履修状況，単位修得状況

など実施結果に関して検討し，その結

果の整理を行う。 

・障害者高等教育研究支援センターの共

同利用・共同研究拠点化を目指した環

境整備に努める。 

 

【６０】 

○研究実施体制等に関する特記事

項 

総合的な聴覚・視覚情報保障の

研究開発及び普及のため，聴覚障

害系と視覚障害系が一体的な取り

組みのできる環境の整備を図り，

障害者高等教育研究支援センター

を全国共同利用型の研究施設に拡

充し，研究実施体制の充実を図る

ことを目指す。また，東西統合医

学に関する国際的な研究を行う。 

 

【６０】 

○研究実施体制等に関する特記事項 

・聴覚及び視覚に障害のある学生等への

教育情報保障支援の全国的ネットワー

クの充実を図る。また，障害者高等教育

研究に資するため，障害者高等教育研究

支援センターの共同利用・共同研究拠点

化を目指した環境整備に努める。 

・東西統合医学の国際的研究を積極的に

推進する。 
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 

(3) その他の目標 

① 社会との連携，国際交流等に関する目標 

 

中 

期 

目 

標 

 

他大学や地域社会等と連携し，聴覚・視覚障害者に係る教育支援を行うとともに，障害補償機器の開発成果を公表する。諸外国の教育機関と連携して障害者に係

る教育研究に関する国際交流を推進し，その中核としての役割を果たす。 

 

 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況 

【６１】 

○地域社会との連携・協力，社会サ

ービス等に係る具体的方策 

聴覚・視覚障害者に係る教育機

器，障害補償システムの研究開発

を図り，成果を公開するとともに，

点訳者及び手話通訳者の育成，公

開講座，研修会等を実施する。ま

た，地域住民，聴覚・視覚障害関

係者に対する図書や障害関係資料

の利用促進を図る。 

 

【６１】 

○地域社会との連携・協力，社会サービス

等に係る具体的方策 

・平成20年度に引き続き，つくば市や近

隣の機関との共同研究等に基づき，地域

社会に根ざした企画や事業等に参加の

みならず，積極的に諸問題について協力

し，地域貢献を図る。 

・地域のボランティア団体と連携を図

り，手話・要約筆記，点訳・録音等の人

材養成に積極的に参加し，実際の教育活

動支援を通して連携を進めるとともに，

学校や住民からの視聴覚障害に関する

相談，教育相談等への対応の充実に努め

る。また，引き続き，一般，聴覚・視覚

障害関係者，医療関係者等を対象にした

公開講座，講演会，研修会等を計画，実

施する。 

・地域の障害者に対する健康増進，社会

参加等を目的としたスポーツ・レクリエ

ーションイベントを平成 20 年度に引き

続き開催し，地域における障害者支援の

中核機関としての役割を果たす。 

・附属図書館の機関リポジトリ事業で蓄

積された本学教員等の研究成果を，「つ

くばサイエンスリポジトリ」に提供する

ことにより，筑波研究学園都市の特性に

 

【地域社会との連携・協力，社会サービス等】 

・学生支援 GP 事業の一部として，高等教育機関等の授業における情報保障者の養成を目

的としたパソコン要約筆記者養成講座及び学内授業支援を兼ねた実技講習を実施し

た。 

・学習資料の製作に携わる人材の育成として，つくば地域の一般市民を対象とする点訳

入門講習会の企画・実施，点図作成研修会を実施した。 

・つくば市のユニバーサルデザイン研修会や，つくばエキスポセンターでのイベントな

どにおける視覚障害理解を深める講演，機器展示，つくばセンターバスターミナルの

全面改修時における市役所，業者，バス会社に対しての視覚障害のある人への配慮，

バリアフリーに関するアドバイスなどを行った。 

・地域の障害者に対する健康増進，社会参加等を目的とした「第２回３大学連携・障が

い者のためのスポーツイベント」を筑波技術大学，筑波大学，茨城県立医療大学，茨

城県障害者スポーツ研究会，茨城県障害者スポーツ指導者協議会と共催して実施した。

・「つくばサイエンスリポジトリ」に参加し，筑波大学附属図書館と連携を図った。 

 

【産学官連携の推進】 

・「第５回日本聴覚障害学生高等教育支援シンポジウム（PEPNet-Japan）」「第８回コーデ

ィネーター情報交換会」「第９回コーディネーター情報交換会」「聴覚障害学生支援技

術講習会」を実施した。 

・高等教育機関等を卒業した聴覚障害者の就職，職場適応をテーマとした第４回産学官

連携シンポジウムを実施した。 

 

【他大学等との連携・支援】 

・聴覚障害学生支援のための拠点形成事業として，日本聴覚障害学生高等教育支援ネッ

トワーク（PEPNet-Japan）を運営するとともに，以下の事業を実施した。 

・個別大学への支援・相談対応 
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特化したコンテンツの蓄積・公開事業に

貢献する。 

【６２】 

○産学官連携の推進に関する具体

的方策 

関係機関と連携して産学交流会や

シンポジウムを開催し，新技術の開

発，特許取得，製品化を積極的に進

める。 

【６２】 

○産学官連携の推進に関する具体的方策 

・産学官との交流を図るための学習会，

研究会やシンポジウム等を開催し，関連

機関との連携強化を図る。 

・引き続き，聴覚障害者の就労に関する

産学官連携シンポジウムを実施する。 

 

【６３】 

○他大学等との連携・支援に関する

具体的方策 

教材や教育支援システムの開発

等を通して，聴覚・視覚障害者の

教育方法の改善に資するととも

に，ニーズに応じて他大学及び初

等中等教育機関等への情報提供，

教育相談などを進める。 

さらに，開発した支援機器を用

いて，他大学等で学ぶ聴覚・視覚

障害学生並びに学会等に参加・発

表する聴覚・視覚障害者への支援

を行い，両障害者の社会進出に貢

献する。 

また，聴覚・視覚障害者支援に

関する全国的な大学ネットワーク

作りの中核となり，支援の拡大・

普及を図る。 

 

【６３】 

○他大学等との連携・支援に関する具体的

方策 

・平成 20 年度に引き続き，他大学等で

学ぶ聴覚・視覚障害学生への質の高い学

習支援や講演会,学会等への高度な情報

支援サービスの提供が行えるよう，聴覚

障害学生に対しては，遠隔地からの手話

通訳システムと要約筆記システムを統

合した総合支援システムの構築を一層

進める｡また，視覚障害学生に対しては，

専門分野の点字図書の受託製作など，他

大学で学ぶ視覚障害学生の学習を支援

するための取り組みを当該大学と連携

して継続的に行う。 

・引き続き，特別支援学校（聾学校，盲

学校），特別支援学級（難聴学級，通級

指導教室）等の支援に積極的に取り組

み，これらの教育機関で働く教員及び障

害福祉・医療関係者のニーズに応じた公

開講座，講演会，研修会等を開催すると

ともに，他大学で学ぶ障害学生，その担

当教員，保護者等からの視覚・聴覚障害

に関する相談，教育相談の充実に努め

る。 

・障害者高等教育研究支援センター障害

者支援研究部(聴覚障害系)では，引き続

き，日本聴覚障害学生高等教育支援ネッ

トワーク(PEPNet-Japan)を基軸とした，

・高度専門領域における手話通訳者の養成・支援サービス提供に向けた試行的取組

・日本聴覚障害学生高等教育支援シンポジウム，コーディネーター情報交換会，聴

覚障害学生支援技術講習会等の実施 

・聴覚障害学生支援に関わるコンテンツ作成・配布 

・諸外国における聴覚障害学生支援体制調査   等 

・特別支援学校，特別支援学級等の支援事業として，以下の事業を実施した。 

・聴覚特別支援学校における講習会，研修会，連携協議会等への支援 

・聴覚特別支援学校に対する出前講座の実施 

・専門家指導等の支援，独自開発したテレビ会議システムを利用した遠隔支援 

・特別支援学校生徒の保護者に対する進路等の相談対応及び療育センターにおける

出張補聴相談  等 

・聴覚及び視覚に障害のある学生への支援及びそれに関連する諸課題に的確に対応する

ため，平成 22 年３月に宮城教育大学と連携協力に関する協定を締結した。 

 

【留学生交流その他諸外国の大学等との教育研究上の交流】 

・本学と国際交流を締結している天津理工大学の学長をはじめ４名が来学し，聴覚・視

覚障害者の高等教育の現状等について意見交換を行った。 

・ドイツ学術交流会によるプロジェクトで Ludwig-Maximillians 大学(通称：ミュンヘ

ン大学)から聴覚障害児教育を専攻する学生が，日本における聴覚障害者教育の調査研

修の一環で来学し，本学学生との交流を行った。 

 

【教育研究活動に関連した国際貢献】 

・韓国障害者雇用促進公団(旧：KEPAD，現：KEAD)と国際交流協定を締結し，学術研究・

特殊職業教育における国際交流活動の推進を図った。 

・韓国，タイから講師を招聘し，「障害者雇用に関する国際シンポジウム」と題した第

10 回国際シンポジウムを開催した。 

・国際交流全学事業の一環として，学生７名，教職員９名が韓国の交流協定締結機関で

あるナザレ大学と韓国障害者雇用促進公団(旧：KEPAD，現：KEAD)を訪問し，日韓聴覚・

視覚障害学生アカデミックワークショップを実施した。 

・AMIN （Asia Medical Massage Instructors Network：筑波技術大学事務局）では，タ

イの視覚障害者の職業自立のため，タイ・バンコクにおいてタイセミナー「Seminar on 

Therapeutic Massage Education for the Blind」を開催した。 
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聴覚障害学生支援ネットワークの充実

を図るとともに，聴覚障害学生支援のた

めの全国拠点として，他大学への相談・

支援・情報発信を行う。 

・平成 20 年度から構築しているアジア

の国際交流締結大学とテレビ会議ネッ

トワークシステムによって，情報交換

等を行う。 

 

【６４】 

○留学生交流その他諸外国の大学

等との教育研究上の交流に関す

る具体的方策 

諸外国の障害者教育に係る大学

と国際交流を進める。  

また，国際交流協定締結大学等を

中心に教員及び職員の交流を推進

するとともに，留学生の派遣・受け

入 れ ， 障 害 者 国 際 大 学 連 合

(PEN-International)による学生交

流，国際シンポジウムの開催等によ

り，教育・研究に関する国際交流を

推進する。 

 

【６４】 

○留学生交流その他諸外国の大学等との

教育研究上の交流に関する具体的方策 

平成20年度に引き続き，国際交流協定

締結大学や聴覚障害者のための国際大

学連合を中心に教職員交流，学生交流，

共同研究，インターネットやテレビ会議

システム等の活用による情報交換等を

積極的に推進し，海外の障害者高等教育

機関との間で情報交換の充実を図る。 

 

【６５】 

○教育研究活動に関連した国際貢

献に関する具体的方策 

国際交流協定締結大学等との間で

国際会議・研究会を行うとともに，

インターネット等で障害者教育支

援の範囲を海外に広げる。平成 18

年には，本学においてアジア太平洋

地域聴覚障害問題会議（ＡＰＣＤ

2006）を開催するとともに，アジア

地域の障害者高等教育機関との連

携を強化し，支援活動の充実を図

る。国際的にも聴覚・視覚障害者教

育支援活動における中核的役割を

果たす。 

【６５】 

○教育研究活動に関連した国際貢献に関

する具体的方策 

・引き続き，聴覚障害者のための国際大

学連合の構成大学として，アジア地域の

聴覚障害者の高等教育に関する状況を

把握し，支援の一環として，得られた情

報の普及に努める。特に，韓国や中国な

ど，アジア地域の高等教育機関との連携

を充実する。 

・平成 20 年度同様，要請があれば韓国，

中国からの障害者教育に関する教員の

研修を受け入れる。 



筑波技術大学 

５８ 

 

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 

(3) その他の目標 

② 保健科学部附属東西医学統合医療センターに関する目標 

 

中 

期 

目 

標 

 

高度な専門性を有するとともに，患者の立場に立った医療を行える鍼灸臨床実習の場として充実するとともに経営の効率化を図る。 

また，東西医学を統合した研究と診療，施術を通して地域医療の向上に貢献する。 

 

 

中期計画 年度計画 計画の進捗状況 

【６６】 

○良質な医療人養成の具体的方策 

学生個々の能力や障害の程度に

応じたより質の高い臨床実習の在

り方を検討し，患者の立場に立っ

た施術を行える鍼灸師の養成を目

指す。また，鍼灸師・医療従事者

の卒後教育についても，その在り

方の検討を行う。 

 

【６６】 

○良質な医療人養成の具体的方策 

臨床実習及び鍼灸師の卒後教育につ

いての評価の在り方について検討を行

う。 

【６７】 

○医療サービスの向上や経営の効

率化に関する具体的方策 

需要の多い診療科目の診療時間

の延長等を検討するとともに，地

域の需要に応じた健康講座の開催

や健康相談の実施など，患者サー

ビスの向上を図る。また，医療事

務の効率化を図る。 

 

【６７】 

○医療サービスの向上や経営の効率化に

関する具体的方策 

医療サービスの向上や経営の効率化

を図るために設置した経営改善会議な

どの意見を参考に，機能の充実を図ると

ともに，運営の効率化に努める。 

 

【６８】 

○適切な医療従事者等の配置に関

する具体的方策  

地域医療機関としてより積極的

な役割を果たすため，医師・鍼灸

師等の診療体制の強化や事務体制

の整備など，患者のニーズにあっ

【６８】 

○適切な医療従事者等の配置に関する具

体的方策 

診療体制の充実，整備を図るための学

内支援体制を含む方策について検討す

る。 

 

・東西医学の統合的診療を実践する医療施設として,引き続き，科学的に質の高い診療・

鍼灸治療，教育研究を通して，地域医療への貢献及び収益の確保を行った。 

・学習面では，アンケート調査の結果から，東西医学統合医療センター研修生と保健科

学部学生に共通した一定の基礎知識と基礎技術力を評価できるシステムの構築を進め

た。また，鍼灸師の卒後研修における臨床監査システムを構築し稼働しているが，運

用方法の改善の方策を探るために，教員と研修生を対象にシステム運用についての調

査を行った。 

・経営については，「保健科学部附属東西医学統合医療センター経営改善会議要項」の

制定に基づき，「同経営改善会議」を設置し，改善策を検討した。 

・診療体制については，特任教授(内科系医師)を同医療センター教授として採用し，内

科系診療の充実に加え，保健管理センターの医師の業務を兼任とすることとし，学生，

教職員の健康管理体制を強化した。さらに，准教授を採用するなど，鍼灸診療におけ

る患者サービスの充実と学生実習の充実を図った。 

・研究面では，東洋医学の治療効果の現代医学的評価を目的として，顔面神経麻痺やパ

ーキンソン病に対する東西医学共同研究を行ったほか，地域の医療機関との協力関係

も構築し，外傷性頚部症候群の臨床試験を実施中である。 

・国際的には国際学会での漢方薬の効果の発表(BOSHID2008)や中国総合研究センターで

のマンスリーレポート，英文論文の発表，活性酸素と漢方の研究を腎とフリーラジカ

ル第９集として出版した。また，和漢薬の効果について国内の企業との共同研究を行

った。 
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た診療体制の充実，整備を検討す

る。 

 

【６９】 

○東西医学を統合した研究と診療，

施術に関する具体的方策 

教育研究に係る診療の場として機

能するとともに，西洋医学と東洋医

学を統合した研究と診療，施術を開

発し，地域医療に貢献する。 

【６９】 

○東西医学を統合した研究と診療，施術に

関する具体的方策 

東西医学の統合的診療を実践する医

療施設として，引き続き，科学的に質の

高い診療・鍼灸治療，教育研究を行い，

地域医療への貢献を図る。 
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況に関する特記事項等 

 

 

１．教育方法等の改善 

 

○ 一般教養教育の指導方法改善のための組織的取組状況 

・授業を担当する全教員が週 2 日のオフィスアワーを設け，個別教育に近いきめ細

かな教育指導を実施しながら，基礎学力不足の学生には補習を実施し，学生の学

習意欲の増進を図った。 

 ・平成 22 年度から実施する新カリキュラムでは，教養教育の在り方を検討し，教

養科目，専門科目が学年によって機械的に割り振られることがないよう総合的な

見直しを行った。 

 

○ 学部教育や大学院教育の指導方法改善のための組織的取組状況 

・専門職業人としての実力を養成するために，専門基礎教育，専門教育のカリキュ

ラム，授業内容等に関する検討と結果の整理・分析を行い，類似科目の統合や新

たな科目の開設など平成 22 年度のカリキュラム改訂を行った。 

 ・学生アンケート調査結果を各教員にフィードバックし，その結果を公表するとと

もに，授業改善に役立てた。 

 

○ 学部学生や大学院学生の成績評価方法等の改善のための組織的取組状況 

学科・専攻内の教員全員での学期ごとの学生の学習状況や，学習到達度，授業内

容による情報交換など，教育成果の検証を行った。また，これらに関する情報交換

会を産業技術学部，保健科学部及び障害者高等教育研究支援センターの教員との間

でも継続的に開催した。 

 

○ 各法人の個性・特色の明確化を図るための組織的取組状況 

・障害者高等教育支援の観点から，障害者高等教育研究支援センターを教育関係共

同利用拠点として，文部科学大臣に申請し，認定を受けた。 
・新任教員を対象とした授業研修を実施し，聴覚障害学生を対象とした授業におけ

るコミュニケーション技術及び教授法について，手話実技を交えた指導を行っ

た。 

 

○ 他大学等での教育内容，教育方法等の取組の情報収集及び学内での情報提供の状

況 

  FD・SD 企画室において，外部から講師を招き，教育改革や授業改善を目的とす

るテーマのほか危機管理に関するテーマなどの FD 講演会を３回実施した。 

 

２．学生支援の充実 

 

○ 学生に対する学習・履修・生活指導・メンタルケアの充実や学生支援体制の改

善のための組織的取組状況 

・発音指導を希望した学生に対して，構音やスピーチの流暢性に関する対面指導

を行った。また，就労に関する面接や職場実習等に際してコミュニケーション

の学習を希望してきた学生に対して，個別指導を実施した。 

・保健管理センターでは，保健科学部及び保健科学部附属東西医学統合医療セン

ターの医師，並びに校医（内科，精神科，耳鼻科，眼科）による協力の下で，

体制を充実させ保健業務を継続し，定期的に健康調査などの実施により，各学

生の障害の程度と心身の健康状態の把握に努めた。 

 

○ キャリア教育，就職支援の充実のための組織的取組状況 

・平成 21 年度卒業予定者を対象に就職ガイダンスを実施し，新卒障害者の求人

や障害者対象面接会等に関する情報の提供，採用試験におけるコミュニケーシ

ョンの方法等について説明した。 

 ・退職教員の協力を得て，卒業生の職場適応に関する支援を行うための「就職支

援員」制度を発足させた。 

・大学院への進学を目指す学生に対して，積極的に支援を行い，本学大学院に４

名，他の国立大学大学院に１名進学した。 

 

○ 課外活動の支援等，学生の厚生補導のための組織的取組状況 

経済的支援に関連して，経済的に困窮している者，学業の優秀な者に対する授業

料免除等の見直しに関する取扱要項について，平成 22 年度実施に向け改定を行

った。また，各種奨学金に関する情報収集に努め，学生に提供した。 

 

３．研究活動の推進 

 

○ 研究活動の推進のための有効な法人内資源配分等の取組状況 

教育研究等高度化推進事業対象の教育研究等改革・改善事業や重点的に取り組

む領域について，教育研究基盤経費のうち約 20%(30,000 千円)を競争的教育研究

経費として確保し，プロジェクト事業として 27 件採択し，資金を配分した。 
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○ 研究活動の推進のための有効な組織編成の状況 

本学の特色を踏まえた研究活動を推進するため，全学及び学部・学科を越えた研

究プロジェクトを編成し，重点的研究を継続的に実施した。 

 

○ 研究支援体制の充実のための組織的取組状況 

 ・学外委員を含めた障害者高等教育研究支援センター運営協議会を開催し，業務及

び研究の方向性に関する検討を行った。 

・聴覚及び視覚に障害のある学生への支援及びそれに関連する諸課題に的確に対応

するため，平成 22 年３月に宮城教育大学と教育研究交流の連携協力に関する協

定を締結した。 

 

４．全国共同利用の推進 

 

○ 独創的・先端的な学術研究を推進する全国共同利用の取組状況 

・携帯端末を活用した取組みとして，本学が中心となり，ソフトバンクモバイル株

式会社，群馬大学，東京大学，そして情報保障を受け持つ２団体の６者で『モバ

イル型遠隔情報保障システム』に関する実証実験を開始した。 

 ・「マルチモーダル図書・天文学入門」を開発し，そのアクセシビリティを評価す

るための実験授業を行った。 

 

○ 全国共同利用の役割を踏まえた運営・支援体制の整備･機能の状況 

聴覚障害学生支援のための拠点形成事業として，日本聴覚障害学生高等教育支援

ネットワーク（PEPNet-Japan）を運営し，聴覚障害学生支援を実施している他大学

機関との連携のもと，シンポジウム・ワークショップの開催，聴覚障害学生支援コ

ンテンツの作成，諸外国における聴覚障害学生支援体制調査，高度専門分野におけ

る手話通訳者の養成・支援サービス提供に向けた試行的取組み及び個別支援・相談

の事業を実施した。 

 

○ 全国共同利用を活かした人材養成の状況 

障害者高等教育研究支援センターが全国共同利用型の拠点となることを企図し

て，日本学生支援機構の後援を得て，視覚系，聴覚系合同の「第３回全国障害学生

支援コーディネーター研修会」を開催するとともに，第５回日本聴覚障害学生高等

教育支援シンポジウム，第４回視覚障害学生支援ワークショップを開催した。 
 

○ 当該大学内外の研究者及び社会に対する全国共同利用に係る情報提供について

の取組状況 

  大学生活の指導などで必要となる手話単語を共有する基盤を整備し，手話コミュ

 

 

ニケーション力の全体的な底上げを担うことを目的として，平成 21 年度筑波技

術大学教育研究等高度化推進事業（大学生活の指導に係る手話単語の確定研究）

を推進し,「大学生活に係わる手話」に係るコンテンツをホームページ上に設け

た。 

 

５．社会連携・地域貢献，国際交流の推進 

 

○ 大学等と社会の相互発展を目指し，大学等の特性を活かした社会との連携，地

域活性化・地域貢献や地域医療等，社会への貢献のための組織的取組状況 

・地域の障害者に対する健康増進，社会参加等を目的とした「第２回３大学連携・

障がい者のためのスポーツイベント」を筑波技術大学，筑波大学，茨城県立医

療大学，茨城県障害者スポーツ研究会，茨城県障害者スポーツ指導者協議会と

共催して実施した。 

・学習資料の製作に携わる人材の育成として，つくば地域の一般市民を対象とす

る点訳入門講習会の企画・実施，点図作成研修会を実施した。 

 ・保健科学部附属東西医学統合医療センターでは，東西医学の統合的診療を実践

する医療施設として，科学的に質の高い診療・鍼灸治療，教育研究を通して，

地域医療に貢献した。 

 

○ 国際交流，国際貢献の推進のための組織的取組状況 

・韓国障害者雇用促進公団(旧：KEPAD，現：KEAD)と国際交流協定を締結し，学

術研究・特殊職業教育における国際交流活動の推進を図った。 

・韓国，タイから講師を招聘し，「障害者雇用に関する国際シンポジウム」と題

した第 10 回国際シンポジウムを開催した。 

・AMIN （Asia Medical Massage Instructors Network：筑波技術大学事務局）

では，タイの視覚障害者の職業自立のため，タイ・バンコクにおいてタイセミ

ナー「Seminar on Therapeutic Massage Education for the Blind」を開催し

た。 

 ・「留学生語学センター設立予備調査 WG」を設置し，国内外の障害留学生に関

する調査，文献収集等を行い，その結果を報告書として取りまとめた。 

 

６．その他 

 

○ 他大学等との連携・協力 

  聴覚及び視覚に障害のある学生への支援及びそれに関連する諸課題に的確に

対応するため，平成 22 年３月に宮城教育大学と教育研究交流の連携協力に関す

る協定を締結した。 
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Ⅲ 予算（人件費見積もりを含む。），収支計画及び資金計画 

 

※ 財務諸表及び決算報告書を参照 

 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

 

中期計画 年度計画 実 績 

１ 短期借入金の限度額 

  ６億円 

 

２ 想定される理由 

  運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により

緊急に必要として借り入れすることも想定される。 

 

１ 短期借入金の限度額 

  ６億円 

 

２ 想定される理由 

  運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により

緊急に必要として借り入れすることも想定される。 

 

 

 該当なし 

 

Ⅴ 重要財産を譲渡し，又は担保に供する計画 

 

中期計画 年度計画 実 績 

○ 重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画 

  重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画はない。 

 

○ 重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画 

  重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画はない。

 

 

 該当なし 

 

Ⅵ 剰余金の使途 

 

中期計画 年度計画 実 績 

○ 決算において剰余金が発生した場合は，教育研究の

充実に充てる。 

 

○ 決算において剰余金が発生した場合は，教育研究の

充実に充てる。 

 

 

 学生寄宿舎の整備他    255,792 千円 
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Ⅶ その他  １ 施設・設備に関する計画 

 

中期計画 年度計画 実 績 

 

施設・設備の内容 予定額 
（百万円） 

財源 

 
・小規模改修 
 

 
総額  ６９ 

 
国立大学財務・経
営センター施設
費交付金 
   （６９） 

 
 
 
 

 
(注１) 金額については見込であり，中期目標を達成

するために必要な業務の実施状況等を勘案した
施設・設備の整備や老朽度合等を勘案した施
設・設備の改修等が追加されることもある。 

 
(注２) 小規模改修について 18 年度以降は 17 年度同

額として試算している。 
    なお，各事業年度の施設整備補助金，船舶建

造費補助金，国立大学財務・経営センター施設
費交付金，長期借入金については，事業の進展
等により所要額の変動が予想されるため，具体
的な額については，各事業年度の予算編成過程
等において決定される。 

 

 

施設・設備の内容 予定額 
（百万円） 

財源 

 
・小規模改修 
 
 
 
 
・学生寄宿舎新営

 
総額 ２１４ 

 
国立大学財務・経
営センター施設費
交付金 
   （１５）

 
施設整備費補助金

（１９９）
 

 
(注１) 金額については見込であり，中期目標を達成

するために必要な業務の実施状況等を勘案した
施設・設備の整備や老朽度合等を勘案した施
設・設備の改修等が追加されることもある。 

 
 

 

施設・設備の内容 予定額 
（百万円） 

財源 

 
・小規模改修 
 
 
 
 
・学生寄宿舎新営 
 
 

 
総額 ２１４

 
国立大学財務・経
営センター施設費
交付金 

  （１５） 
 
施設整備費補助金

（１９９） 
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○ 計画の実施状況等 
 

老朽化や機能劣化に伴う施設整備の更新及び改善整備 
筑波技術大学天久保地区メディアセンター空調設備更新工事          4,042.5 千円 （国立大学財務・経営センター施設費交付金） 
筑波技術大学天久保地区メディアセンター空調設備更新用電気設備工事     2,971.5 千円 （国立大学財務・経営センター施設費交付金） 
筑波技術大学天久保地区メディアセンター５０５スタジオ空調用対流装置工事   420.0 千円 （国立大学財務・経営センター施設費交付金） 
筑波技術大学天久保地区空調設備更新工事（その２）                 4,725.0 千円 （国立大学財務・経営センター施設費交付金） 
筑波技術大学（春日）校舎棟空調設備更新工事                2,841.0 千円 （国立大学財務・経営センター施設費交付金） 
筑波技術大学（天久保・春日）学生宿舎新営工事              118,820.0 千円 （施設整備費補助金） 
筑波技術大学学生宿舎新営電気設備工事                   30,870.0 千円 （施設整備費補助金） 
筑波技術大学学生宿舎新営機械設備工事                   25,055.0 千円 （施設整備費補助金） 
筑波技術大学学生宿舎新営エレベーター工事                 18,900.0 千円 （施設整備費補助金） 
筑波技術大学（天久保・春日）学生宿舎監理業務               4,935.0 千円 （施設整備費補助金） 

     合計                                                          213,580.0 千円 
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Ⅹ その他  ２ 人事に関する計画 

 

中期計画 年度計画 実 績 

 教員については，公募制の拡充や他の障害者教育関連

の大学・研究機関等との人事交流を図る。また，事務職

員等については，近隣の大学との連携の下に採用・人事

交流を行うとともに，事務職員・技術職員等の質の向上

に努める。 

 

（参考） 中期計画期間中の人件費総額見込み 

                ８，１８１百万円 

（退職手当を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

教員については，他の障害者教育機関等との人事交流

を図る。また，事務職員等については，近隣の大学との

連携の下に採用・人事交流を行う。 

 

 

 

（参考１） 平成 21 年度の常勤職員数   

１９０人 

（参考２） 平成 21 年度人件費総額見込み 

      （退職手当を除く）  １，９００百万円 

 

 

 

「Ⅰ業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成

するための措置」Ｐ13～Ｐ15，参照 
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○ 別表１ （学部の学科，研究科の専攻等の定員未充 

足の状況について） 

 

学部の学科，研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 

 

 

 産業技術学部 

  産業情報学科 

  総合デザイン学科 

 

 保健科学部 

  保健学科 

  情報システム学科 

 

(a) 

     (人) 

 

１４０ 

６０ 

 

 

１２０ 

４０ 

(b) 

(人) 

 

１４０ 

 ６０ 

 

 

１０９ 

 ４４ 

(b)/(a)×100 

(％) 

 

１００.０ 

１００.０ 

 

 

９０.８ 

１１０.０ 

 

合 計   ３６０   ３５３   ９８.１ 

 

○ 計画の実施状況等 

   

各学部学科とも，定員充足率は範囲内（± 10％）である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○　別表２（学部、研究科等の定員超過の状況について）

（平成２０年度）

○計画の実施状況等

（１）収容定員に関する計画の実施状況（各年度５月１日現在、学校基本調査と同数）を記載してください。
（２）学部・研究科の内訳（学科、専攻等毎）は記載しないでください。
（３）平成２１年４月現在の中期目標別表に記載されている教育研究組織毎に中期計画に記載されている収容定員の状況を平成２０年度及び２１年度の各年度毎に作成してください。
（４）大学間交流協定等に基づく留学生等数（F）欄には、大学間交流協定等（学部間交流協定、研究科間交流協定）に基づく私費外国人留学生及び留学生のための特別コースに在籍する
　　私費外国人留学生の合計数を記入してください。
（５）各年度において定員超過率（K）が１３０％以上の学部、研究科等がある場合、それぞれの学部、研究科等ごとにその主な理由を各年度毎に記載
　　してください。
（６）学年進行中の学部・研究科等については、収容定員（A)欄は、中期計画に記載されている収容定員ではなく、入学定員に学年進行中の年次を乗じた数を記入してください。

（人） （人）

（人） （％）

（人） （％）

101.3%

（人） （人） （人）（研究科等） (人) （人）

0 114 95.0%

（人）（人）

保健科学部 120 118 1 0 0 4

00

0

収容数
（Ｂ）

0

（人） （人）（学部等） (人) （人）

150 152産業技術学部

学部・研究科等名

152

留年
者数
（Ｈ）

0

（人） （人） （人）

外国政府
派遣留学
生数（Ｅ）

（人）

外国人
留学生数

（Ｃ）

定員超過率
（Ｋ）

（Ｊ）／（Ａ）×100

0

（人）

超過率算定
の対象となる
在学者数

（Ｊ）
【（Ｂ）-（Ｄ,E,F,Ｇ,Iの合計）】

左記の留年者数の
うち、修業年限を
超える在籍期間が
２年以内の者の数

（Ｉ）

左記の収容数のうち

0 0

休学
者数
（Ｇ）

0

収容定員
（Ａ）

左記の外国人留学生のうち

国費
留学生数

（Ｄ）

大学間交流
協定等に基
づく留学生等

数（Ｆ）

67



○　別表２（学部、研究科等の定員超過の状況について）

（平成２１年度）

○計画の実施状況等

（１）収容定員に関する計画の実施状況（各年度５月１日現在、学校基本調査と同数）を記載してください。
（２）学部・研究科の内訳（学科、専攻等毎）は記載しないでください。
（３）平成２１年４月現在の中期目標別表に記載されている教育研究組織毎に中期計画に記載されている収容定員の状況を平成２１年度及び２０年度の各年度毎に作成してください。
（４）大学間交流協定等に基づく留学生等数（F）欄には、大学間交流協定等（学部間交流協定、研究科間交流協定）に基づく私費外国人留学生及び留学生のための特別コースに在籍する
　　私費外国人留学生の合計数を記入してください。
（５）各年度において定員超過率（K）が１３０％以上の学部、研究科等がある場合、それぞれの学部、研究科等ごとにその主な理由を各年度毎に記載
　　してください。
（６）学年進行中の学部・研究科等については、収容定員（A)欄は、中期計画に記載されている収容定員ではなく、入学定員に学年進行中の年次を乗じた数を記入してください。

収容定員
（Ａ）

左記の外国人留学生のうち

国費
留学生数

（Ｄ）

大学間交流
協定等に基
づく留学生等

数（Ｆ）

1 0

休学
者数
（Ｇ）

0

定員超過率
（Ｋ）

（Ｊ）／（Ａ）×100

0

（人）

超過率算定
の対象となる
在学者数

（Ｊ）
【（Ｂ）-（Ｄ,E,F,Ｇ,Iの合計）】

左記の留年者数の
うち、修業年限を
超える在籍期間が
２年以内の者の数

（Ｉ）

左記の収容数のうち

学部・研究科等名

199

留年
者数
（Ｈ）

0

（人） （人） （人）

外国政府
派遣留学
生数（Ｅ）

（人）

外国人
留学生数

（Ｃ）

（学部等） (人) （人）

200 200産業技術学部 00

0

収容数
（Ｂ）

0

（人） （人）

保健科学部 160 153 3 0 0 3 0 150 93.8%

（人）（人） （人） （人） （人）（研究科等） (人) （人）

（人） （％）

（人） （％）

99.5%

（人） （人）
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